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は　じ　め　に

　内閣府の月例経済報告（令和７年４月）においては「景気は、緩やかに回復して

いるが、米国の通商政策等による不透明感がみられる」、また、福島県の経済動向

（令和７年４月30日付け）においては、「県内の景気は、足踏み状態となってい

る」と報告されており、今後も世界経済の変動等による県内経済への影響について、

一層注視が必要な状況が続くものと見込まれます。

　本市においては、インバウンドや国内旅行需要の拡大など、本市の基幹産業であ

る観光分野においては明るい兆しもみられるものの、不透明な国際情勢や円安など

に起因する物価の高騰により、地域経済を取り巻く環境は依然として厳しい状況が

続いています。

　こうした状況を踏まえ、市では、第７次総合計画に基づき、地域産業の各分野に

おいて地域の強みを生かしながら、活力ある地域経済を形成していくために、“生

活の基盤となる仕事の創出”と“地域の個性を生かした賑わいと魅力の創出”に取

り組んでまいりました。本年度も、これまでに実施してきた中小企業の振興施策や、

商店街等への支援施策、地場産業の販路拡大及び後継者育成に向けた支援策はもと

より、市民協働による中心市街地の魅力向上、さらには人口減少対策に資する事業

を実施してまいります。

　本誌は、市の商工業の現状と各種施策を紹介するものでありますが、関係各位を

はじめ市民の皆様におかれましては、より一層の御理解と御協力を賜りますようお

願い申し上げます。

　結びに、本誌の作成にあたり、御協力いただきました皆様に心より御礼申し上げ

ます。

　令和７年６月

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　会津若松市観光商工部
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第１章 令和７年度商工行政の執行体制 
 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

観光商工部 

 

 

観光課 

 

商工課 企業立地課 

 

商 工 労 政 グ ル ー プ 

１ 地域経済の振興に関すること。 

２ 商工業の振興に関すること。 

３ 雇用対策及び勤労者福祉対策に関すること。 

４ 中小企業の育成及び支援に関すること。 

５ 物流環境の整備に関すること。 

６ 労政事業に関すること。 

７ 計量に関すること。 

８ 勤労青少年ホーム及び町方伝承館に関すること。 

９ 一般財団法人会津若松市勤労者福祉サービスセンターに関すること。 

10 新産業の創出・育成に関すること。 

11 商工審議会に関すること。 

１ 地場産業の振興に関すること。 

２ 会津ブランドの推進に関すること。 

３ 地域経済循環の推進に関すること。 

 

１ 企業誘致に関すること。 

２ 工業団地の整備に関すること。 

 

地 場 産 業 振 興 グ ル ー プ 

 

企 業 立 地 グ ル ー プ 

中 心 市 街 地 活 性 化 グ ル ー プ 

 
１ 中心市街地の活性化に関すること。 

２ 商業の振興に関すること。 

３ 株式会社まちづくり会津に関すること。 
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第２章 会津若松市の商業 
 

１ 商業の概況 

⑴ 商業の現状（商業統計調査（経済センサス－基礎調査との同時調査）の概要） 

総務省・経済産業省において実施された「令和３年経済センサス－活動調査」によると、令

和３年６月１日現在における本市の卸売業及び小売業の総数は、1,569 事業所（卸売業 435事

業所、小売業 1,134 事業所）となっています。 

従業者数は、11,837 人（卸売業 3,013 人、小売業 8,824 人）、年間商品販売額は 2,956 億 2,944

万円（卸売業 1,335 億 2,712 万円、小売業 1,621 億 232万円）となっています。 

     

⑵ 商店街の概要 

 総商店数が減少する一方で、大規模小売店舗数はほぼ横ばいの状況にありますが、会津サテ

ィ、中合会津店の閉店があったものの、食品スーパー等の新規出店により、大規模小売店舗が

占める売場面積の割合は、令和３年現在で 71.17％（平成 28年現在 71.31％）となっています。 

 また、会津若松商工会議所が令和６年に実施した「市内商店街等空き店舗状況調査」による

と、市内の主要商店街全体で空き店舗数が 134件で前年と比べ５件の増加となっています。 

（※ 空き店舗数には、店舗併用住宅や老朽化などの事情により、実際には活用できない店舗 

も含まれています。） 

  

⑶ 今後の方針 

 本市では、令和５年３月に第３期会津若松市中心市街地活性化基本計画を新たなコンセプ

トで策定しました。 

 中心市街地は、商店街や伝統産業に代表される地域に根差した地元企業が集積する土地で

あり、その活力を向上させることは、地域の経済循環を強く、太くすることになり、経済活

力の維持向上は、地域住民の暮らしの豊かさや、まちで時間を過ごすことの楽しさを体感さ

せるものであり、事業活動の場としての魅力にもつながるものです。 

本計画では、「地域経済のエンジンとして力強く成長していくまちづくり」を基本方針の一

つに定め、中心市街地を消費と事業活動の場として活性化させながら、地域経済のエンジン

として力強く機能し続ける姿を目指してまいります。 
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⑷ 商業の推移（商業統計調査結果及び経済センサス－活動調査結果より）  

〈表１〉商業の推移 

 

年次 区分 
商店数 従業者数 

年間商品 

販売額 

売場 

面積 
人口 

商業 

人口 

大規模小売店舗 

売り場 

面積 
占有率 

（事業所） （人） （万円） （㎡） ※10/1 現在 （人） （㎡） （％） 

６ 

卸売業 685  5,699  35,583,635  

160,212 120,251 160,877 69,150 43.16 小売業 1,797  9,043  17,268,940  

計 2,482  14,742  52,852,575  

９ 

卸売業 568  4,758  29,060,213  

172,702 119,287 177,538 90,887 52.63 小売業 1,697  9,141  19,910,700  

計 2,265  13,899  48,970,913  

14 

卸売業 530 4,018 20,891,886 

179,226 117,563 159,727 87,759 46.88 小売業 1,564 9,214 16,026,122 

計 2,094 13,232 36,918,008 

16 

卸売業 533 3,814 17,555,772 

188,361 116,064 146,285 98,868 52.48 小売業 1,493 8,859 15,256,041 

計 2,026 12,673 32,811,813 

19 

卸売業 493 3,515 15,196,559 

216,807 129,441 139,309 141,652 65.34 小売業 1,515 9,608 16,178,849 

計 2,008 13,123 31,375,408 

24 

卸売業 474  3,256  14,249,827  

192,119 125,496 155,362 134,984 70.26 小売業 1,339  8,468  13,320,916  

計 1,813  11,724  27,570,743  

26 

卸売業 488 3,791 15,969,822 

194,703 123,605 151,019 134,984 69.33 小売業 1,339 8,842 16,587,193 

計 1,827 12,633 32,557,075 

28 

卸売業 464 3,492 16,186,622 

185,781 124,062 126,623 132,487 71.31 小売業 1,272 8,582 16,234,993 

計 1,736 12,074 32,421,615 

令和

３ 

卸売業 435 3,013 13,352,712 

185,051 116,000 116,513 131,709 71.17 小売業 1,134 8,824 16,210,232 

計 1,569 11,837 29,562,944 
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〈表２〉対前回比伸び率の推移 

                （単位：％）  

項目 業種 平成６年 ９年 14 年 16 年 19 年 24 年 26 年 28 年 令和３年 

商 店 数 

卸売業 ▲ 0.6 ▲ 17.1 ▲ 6.7 0.6 ▲7.5 ▲3.9 3.0 ▲4.9 ▲6.3 

小売業 ▲ 7.7 ▲ 5.6 ▲ 7.9 ▲ 4.5 1.5 ▲11.6 0.0 ▲5.0 ▲10.8 

計 ▲ 5.8 ▲ 8.7 ▲ 7.6 ▲ 3.2 ▲0.9 ▲9.7 0.8 ▲5.0 ▲9.6 

従業者数 

卸売業 ▲ 1.8 ▲ 16.5 ▲ 15.6 ▲ 5.1 ▲ 7.8 ▲7.4 16.4 ▲7.9 ▲13.7 

小売業 5.5 1.1 ▲7.9 ▲3.9 8.5 ▲11.9 4.4 ▲2.9 2.8 

計 2.6 ▲ 5.7 ▲ 4.8 ▲ 4.2 3.6 ▲10.7 7.8 ▲4.4 ▲2.0 

 年間商品販売額 

卸売業 ▲ 6.8 ▲ 18.3 ▲28.2 ▲16.0 ▲13.5 ▲6.2 12.1 1.4 ▲17.5 

小売業 5.2 15.3 ▲19.1 ▲4.8 6.0 ▲17.7 24.5 ▲2.1 ▲0.2 

計 ▲ 3.2 ▲ 7.3 ▲ 24.6 ▲ 11.1 ▲ 4.4 ▲12.1 18.1 ▲0.4 ▲8.8 

 

※１ 商業人口＝(本市年間商品販売額／県年間商品販売額)×県人口（※調査期間における 10 月１日現在の推計人口）  

※２ 平成 19 年までについては、商業統計調査の県公表の確定値を採用 

※３ 平成 24 年については、経済センサス－活動調査の県公表の確定値を採用 

※４ 商業統計調査は、経済センサス－活動調査実施年の２年後に実施することとなり、平成 26 年については、経済センサス－基 

礎調査と同時調査により実施 

※５ 平成 26 年については、商業統計調査（経済センサス－基礎調査と同時調査）の県公表確定値を採用 

※６ 平成 26 年商業統計調査は、日本標準産業分類の第 12 回改定及び調査設計の大幅変更を行ったことに伴い、前回実施の平成 

  19年調査と同時調査により実施 

※７ 平成 28 年については、経済センサス－活動調査の県公表の確定値を採用 

※８ 大規模小売店舗の売場面積は、経済センサス―活動調査時点の５条面積計  

※９ 平成 16 年以前は、旧北会津村・旧河東町の数値は含まない  

※10 商業統計調査と経済センサス―活動調査については、調査方法が異なるため、厳密には数値が連結しない 

※11 令和３年については、経済センサス－活動調査の県公表確定値を採用 
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〈表３〉販売効率等の推移 

 

 

区分 業種 平成６年 ９年 14 年   16 年 19 年 24 年 26 年 28 年 令和３年 

１店当たりの 

従業者数 

（人） 

平均 5.9 6.1 6.3 6.2 6.5 6.5 6.9 7.0 7.5 

卸売業 8.3 8.4 7.6 7.2 7.1 6.9 7.8 7.5 6.9 

小売業 5.0 5.4 5.9 5.9 6.3 6.3 6.6 6.7 7.8 

１店当たりの 

年間販売額 

（万円） 

平均 21,294 21,621 17,630 16,195 15,623 15,207 17,820 18,676    18,842 

卸売業 51,947 51,162 39,418 32,937 30,824 30,063 32,725 34,885 30,696 

小売業 9,610 11,733 10,246 10,218 10,679 9,948 12,387 12,763 14,295 

従業者１人 

当たりの 

年間販売額 

（万円） 

平均 3,585 3,523 2,790 2,589 2,391 2,352 2,577 2,685 2,498 

卸売業 6,244 6,108 5,200 4,602 4,323 4,376 4,213 4,635 4,432 

小売業 1,910 2,178 1,739 1,722 1,684 1,573 1,876 1,891 1,837 

１店当たりの 

売場面積 

（㎡） 

小売業 89.2 101.8 85.6 126.1 143.1 143.5 145.4 146.1 163.2 

区分 業種 

増    減    率    （％） 

９年 14 年 16 年 19 年 24 年 26 年 28 年 令和３年 

/６年 /９年 /14 年 /16 年 /19 年 /24 年 /26 年 /28 年 

１店当たりの 

従業者数 

（人） 

平均 3.4 3.3 ▲1.6 4.8 0 6.2 1.4 7.1 

卸売業 1.2 ▲9.5 ▲5.2 ▲1.4 ▲2.8 13.0 ▲3.8 ▲8.0 

小売業 8.0 9.3 0 6.8 0 4.8 1.5 16.4 

１店当たりの 

年間販売額 

（万円） 

平均 1.5 ▲18.5 ▲8.1 ▲3.2 ▲2.7 17.2 4.8 0.9 

卸売業 ▲ 1.5 ▲23.0 ▲16.4 ▲6.4 ▲2.5 8.9 6.6 ▲12.0 

小売業 22.1 ▲12.7 ▲0.2 4.5 ▲6.8 24.5 3.0 12.0 

従業者１人 

当たりの 

年間販売額 

（万円） 

平均 ▲ 1.7 ▲20.8 ▲7.2 ▲7.6 ▲1.6 9.6 4.2 ▲7.0 

卸売業 ▲ 2.2 ▲14.9 ▲11.5 ▲6.1 1.2 ▲3.7 10.0 ▲4.4 

小売業 14.0 ▲20.2 ▲0.9 ▲2.2 ▲6.6 19.3 0.8 ▲2.9 

１店当たりの 

売場面積 

（㎡） 

小売業 14.1 ▲15.9 47.3 13.5 0.3  1.3 0.5 11.7 
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〈表４〉商業占有率の推移（年間商品販売額） 

（単位：％） 

 

 

 項目 

 

年次 

商業総計 卸 売 業 小 売 業 

対 

会 津 

対 

福島県 

対 

会 津 

対 

福島県 

対 

会 津 

対 

福島県 

昭 51  72.4  10.0  89.5  10.4  53.2  9.2  

54  71.6  9.9  88.6  10.8  51.9  8.6  

57  69.3  9.2  86.2  8.7  50.0  8.3  

60  70.4  9.0  88.2  9.5  49.7  8.1  

63  70.4  8.5  87.0  8.8  51.1  7.9  

平３ 72.1  8.7  86.9  9.2  51.5  7.8  

６  69.9  8.5  86.0  9.0  50.0  7.6  

９  67.7  8.1  84.0  8.0  52.7  8.3  

14  68.9 7.5 82.7 7.6 56.6 7.5 

16  68.1 6.9 82.5 6.6 56.7 7.3 

19 69.4 6.7 84.2 5.8 59.5 7.9 

24 67.7 7.5 82.1 7.5 56.5 7.6 

26 70.2 7.8 87.1 7.1 61.0 8.5 

28 64.6 6.6 75.7 6.0 56.4 7.4 

令３ 66.7 63.6 82.6 5.4 57.5 7.5 

  

※  対会津の値は会津地区（会津若松市、喜多方市、北塩原村、西会津町、磐梯町、猪苗代町、会津坂

下町、湯川村、柳津町、三島町、金山町、昭和村、会津美里町）と南会津地区（下郷町、檜枝岐村、

只見町、南会津町）の合計に対する会津若松市の割合 

※ 平成 26年までについては、管理、補助的経済活動のみを行う事業所、産業分類が格付け不能の事業

所、卸売の商品販売額（仲立手数料を除く）、小売の商品販売額及び仲立手数料のいずれの金額も無い

事業所は含まない。 

※ 平成 28年、令和３年については、管理、補助的経済活動のみを行う事業所、産業分類が格付け不能

の事業所、卸売の商品販売額（仲立手数料を除く）、小売の商品販売額及び仲立手数料のいずれの金額

も無い事業所を含んでいるため、平成 26年以前の数値とは接続しない。 
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〈表５〉近隣市町村・県内主要都市の商業活動の状況 

※ 令和３年経済センサス－活動調査の県公表の確定値を採用 

※ 「ｘ」は、「令和３年経済センサス－活動調査」において、集計対象となる事業所（企業等）の数が１又は２であるため、

集計結果をそのまま公表すると個々の報告者の秘密が漏れるおそれがある場合に、該当数値を秘匿した箇所である。 

近隣市町村 

卸     売     業 小     売     業 合            計 

事業所数 

（店）  

従業者数

（人） 

販売額 

（万円） 

事業所数

（店） 

従業者数

（人） 

販売額 

（万円） 

事業所数

（店） 

従業者数

（人） 

販売額 

（万円） 

会津若松市 435 3,013 13,352,712 1,134 8,824 16,210,232 1,569 11,837 29,562,944 

磐梯町 1 - Ｘ  17 110 180,390 18 110 180,390 

猪苗代町 23 90 123,357 139 853 1,453,611 162 943 1,576,968 

会津坂下町 29 145 341,056 187 1,062 2,090,854 216 1,207 2,431,910 

湯川村 6 27 303,177 25 182 326,716 31 209 629,893 

会津美里町 26 

 

139 

 

481,090 150 691 917,178 176 830 1,398,268 

下郷町 6 9 Ⅹ 87 322 Ⅹ 93 331 244,690 

喜多方市 77 393 1,292,087 459 2,529 4,288,760 536 2,922 5,580,847 

(県内主要都市) 

福島市 704 6,052 48,077,840 2,221 18,404 36,290,630 2,925 24,456 84,368,470 

郡山市 1,357 13,148 101,379,380 2,421 22,941 46,934,126 3,778 36,089 148,313,506 

いわき市 771 6,071 44,153,673 2,652 20,800 40,789,901 3,423 26,871 84,943,574 
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２ 会津若松市の商圏（令和元年度福島県消費購買動向調査結果） 

⑴ 商圏の概要 

本調査においては、圏内を６ブロックに分割するとともに、各市町村の商圏タイプを「近隣型」、

より広範な「地域型」、各ブロックの核として存在する「広域型」の３つに分類しています。 

会津若松市は、会津ブロック全域を商圏としており、これは他のブロックの中心都市にはみら

れない商圏構造であり、大きな広がりをもった広域型商圏を形成しています。 

 

⑵ 本市の吸引人口                        （単位：千人） 

品  目 平成 18年 21年 25年 28年 令和元年 

背広・スーツ 147 138 129 120 118 

セーター・ブラウス 105 114 99 91 91 

下着 76 79 75 74 73 

靴・カバン 106 110 96 84 84 

本・ＣＤ（Ｈ６までは「書籍・文具」） 73 78 65 73 79 

家電製品（Ｈ６までは「家庭電気」） 169 166 139 127 120 

日用品（Ｈ3 までは「美容」Ｈ９までは「日用雑貨」） 49 53 41 35 29 

医薬品・化粧品 67 71 50 40 33 

食料品 33 34 29 27 21 

家族連れの外食 122 125 106 98 94 

時計・アクセサリー（H28から追加） ― ― ― 88 80 

合  計 947 968 829 769（857） 742(822) 

※ 吸引人口 ＝ 会津若松市への流入率 × 流入元市町村・区居住人口 

※ （ ）内の数値は、時計・アクセサリーも含めた合計値 

 

⑶ 他市の吸引人口との比較            （単位：千人、千人未満四捨五入） 

 
会津若松市 福島市 郡山市 いわき市 

吸引人口 
伸び率

（％） 
吸引人口 

伸び率

（％） 
吸引人口 

伸び率

（％） 
吸引人口 

伸び率

（％） 

背広・スーツ 118(120) ▲1.7 120（115） 4.3 242（254） ▲4.7 90（108） ▲16.7 

セーター・ブラウス 91(91) 0.0 84（80） 5.0 205（211） ▲2.8 68（87） ▲21.8 

下着 73(74) ▲1.4 58（53） 9.4 125（120） 4.2 60（73） ▲17.8 

靴・バッグ 84(84) 0.0 83（77） 7.8 241（250） ▲3.6 62（86） ▲27.9 

本・ＣＤ 79(73) 8.2 80（78） 2.6 80（79） 1.3 52（62） ▲16.1 

家電製品 120(127) ▲5.5 106（107） ▲0.9 134（129） 3.9 79（92） ▲14.1 

日用品 29(35) ▲17.1 14（12） 16.7 24（27） ▲11.1 20（21） ▲4.8 

医薬品・化粧品 33(40) ▲17.5 18（19） ▲5.3 37（42） ▲11.9 21（24） ▲12.5 

食料品 21(27) ▲22.2 10（10） 0.0 18（17） 5.9 15（14） 7.1 

家族連れの夕食 94(98) ▲4.1 98（102） ▲3.9 150（158） ▲5.1 63（74） ▲14.9 

時計・アクセサリー 80(88) ▲9.1 88（90） ▲2.2 288（293） ▲1.7 66（98） ▲32.7 

合計 822(857) ▲4.1 759(743) 2.2 
1,544 
(1580) 

▲2.3 596（739） ▲19.4 

※ （ ）内の数値は、前回（平成 28 年度）調査結果 
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３ 大規模小売店舗 

⑴  大規模小売店舗の状況（大規模小売店舗立地法に基づく届出） 

令和７年４月 1日現在  

№ 店 舗 名 店舗面積（㎡) 開店年月 

１ オサダビル 1,092 昭和46年４月 

２ リオン・ドール神明通り店（R2.9閉店） 4,060 昭和47年３月 

３ ヨークベニマル花春店 2,008 昭和52年４月 

４ ヨークベニマル一箕町店（R7.1閉店） 2,894 昭和55年５月 

５ ヨークベニマル西若松店 5,115 昭和55年８月 

６ レストハウス鶴ヶ城会館 1,117 昭和60年２月 

７ カンセキ会津若松店 3,200 平成４年４月 

８ ヨークベニマル門田店 4,416 平成４年８月 

９ 紳士服のコナカ会津若松店（R6.5閉店） 1,106 平成５年12月 

10 スーパースポーツゼビオ会津若松町北店 2,322 平成６年６月 

11 リオン・ドール年貢店 1,672 平成６年７月 

12 門田東ファッションモール 1,100 平成７年２月 

13 カインズホーム会津若松店（No.41に移転） 4,111 平成８年11月 

14 若松インターＢブロック店 2,800 平成８年９月 

15 若松インターＣブロック店 1,535 平成８年９月 

16 若松インターＤブロック店 2,790 平成８年９月 

17 リオン・ドール会津アピオ店 5,321 平成８年11月 

18 リオン・ドール滝沢店 4,985 平成11年７月 

19 会津若松駅食品館ピボット 1,283 平成12年11月 

20 ダイユーエイト会津若松店 6,072 平成12年12月 

21 カワチ薬品会津若松南店 3,208 平成13年９月 

22 エコタウン会津若松 3,597 平成14年10月 

23 ヨークタウン飯寺店 2,737 平成14年10月 

24 
ＤＣＭ会津若松店 
（旧ケーヨーデイツー会津若松店） 

5,923 平成15年10月 

25 ダイユーエイト西若松店 4,742 平成15年11月 

26 リオン・ドール門田店 2,061 平成16年７月 

27 ヤマダ電機テックランド会津若松店（R6.8閉店） 3,311 平成16年12月 

28 カワチ薬品会津アピオ店 2,374 平成17年７月 

29 カワチ薬品花春店・コジマＮｅｗ会津店 6,088 平成18年１月 

30 門田西ファッションモール 2,013 平成18年11月 
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31 リオン・ドール河東ショッピングセンター 2,573 平成18年12月 

32 ダイソー リオン・ドール門田店 1,246 平成20年７月 

33 ケーズデンキ会津若松本店 5,943 平成21年２月 

34 ユニクロ会津アピオ店・西松屋会津アピオ店 2,370 平成21年４月 

35 ニトリ会津若松店 5,222 平成21年４月 

36 ファッションセンターしまむら一箕町店 1,100 平成22年10月 

37 ヨークベニマル町北町店 1,990 平成24年11月 

38 ヨークベニマル会津城西町店 1,842 平成29年８月 

39 クスリのアオキ天寧寺店 1,440 令和２年１月 

40 
ＭＥＧＡドンキホーテＵＮＹ会津若松店 
（旧アピタ会津若松店） 

16,990 
令和２年11月 
（平成18年３月） 

41 カインズ会津若松店 7,000 令和３年７月 

42 クスリのアオキ東年貢店 1,617 令和４年３月 

43 ＦＡ town 会津若松店 2,513 令和４年９月 

44 ヤマダデンキ テックランドＮｅｗ会津若松店 6,615 令和６年８月 
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⑵  中規模小売店舗の状況（会津若松市中規模小売店舗出店届出要綱に基づく届出） 

令和７年４月１日現在 

№ 店 舗 名 店舗面積（㎡） 開店年月 

１ 駅前フジビル 632 昭和54年７月 

２ 
スーパーかわちや若松店 
（旧マルトモショッピングセンター米代店） 

900 平成２年11月 

３ イエローハット西若松店（旧リオン・ドール西若松店） 860 平成４年10月 

４ カラオケ ビッグエコー会津若松店（旧コジマ会津若松店） 710 平成５年10月 

５ やまや門田店（旧洋服の青山会津若松門田店） 831 平成６年７月 

６ リオン・ドール駅前店 762 平成７年１月 

７ 会津武家屋敷 868 平成７年10月 

８ 
リサイクルガレージ 
（旧コメリハードアンドグリーン高田橋店） 

801 平成７年11月 

９ 
カンセキ ネオサイクリスタ会津若松店 
（旧サイクリスタ会津若松店） 

935 平成８年４月 

10 イエローハット会津インター店 849 平成９年５月 

11 ブックスなにわ会津若松本店 736 平成９年９月 

12 スーパーオートバックス会津若松店 990 平成13年10月 

13 レオクラブガーデンスクエア 990 平成14年６月 

14 ダイソー会津若松門田店 926 平成14年9月 

15 シュープラザ会津若松花春店 669 平成15年３月 

16 ヴィクトリアゴルフ会津若松店（旧Ｇ・Ｏ・１） 988 平成15年９月 

17 ＣＯＯＰ ＢＥＳＴＡ ほんまち 989 平成16年４月 

18 ＪＡあいづファーマーズマーケット「まんま～じゃ」 576 平成19年10月 

19 
ドラッグストアマツモトキヨシ会津門田店 
（旧ドラッグマックス会津門田店） 

998 平成21年６月 

20 カワチ薬品会津若松中央店 956 平成26年10月 

21 ツルハドラック会津門田店 990 平成27年１月 

22 リオン・ドール七日町店 996 平成29年11月 

23 ツルハドラッグ会津七日町店 998 令和元年５月 

24 クスリのアオキ城西町店 923 令和元年５月 

25 クスリのアオキ白虎町店 923 令和元年５月 

26 ツルハドラッグ北会津店 999 令和２年８月 

27 ツルハドラッグ会津旭町店 995 令和２年９月 

28 クスリのアオキ八角店 923 令和２年 11月 

29 ツルハドラッグ会津本町店 989 令和４年５月 

30 バースデイ西年貢店 996 令和５年 11月 
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第３章　会津若松市の工業

１　製造業の事業所数・従業員数・年間出荷額等の推移

事業所数

平成５年 925 100.0 13,632 100.0 29,417,106 100.0

６年 377 － 10,545 － 29,788,125 －

７年 815 88.1 12,571 92.2 39,102,940 132.9

８年 342 － 11,328 － 38,498,492 －

９年 360 － 11,214 － 41,076,607 －

１０年 832 89.9 12,229 89.7 29,614,068 100.7

１１年 342 － 10,571 － 26,445,963 －

１２年 711 76.9 11,557 84.8 28,152,886 95.7

１３年 293 － 10,161 － 29,072,606 －

１４年 269 － 9,913 － 26,426,858 －

１５年 600 64.9 10,211 74.9 24,901,995 84.7

１６年 295 － 10,984 － 29,702,248 －

１７年 288 － 10,910 － 29,457,462 －

１８年 272 － 10,960 － 33,527,139 －

１９年 268 － 11,552 － 32,284,242 －

２０年 501 54.1 10,701 78.4 22,835,180 77.6

２１年 233 － 9,134 － 21,842,362 －

２２年 218 － 8,814 － 23,570,794 －

２３年 361 39.0 5,959 43.7 17,690,099 60.1

２４年 203 － 7,896 － 19,105,507 －

２５年 200 － 8,065 － 21,804,054 －

２６年 199 － 8,010 － 21,223,646 －

２７年 204 － 8,805 － 23,056,963 －

２８年 190 － 8,494 － 20,382,390 －

２９年 192 － 8,556 － 22,971,574 －

３０年 180 － 8,583 － 24,218,454 －

170 － 8,727 － 21,688,070 －

令和２年 146 － 8,746 － 21,640,561 －

令和３年 146 － 8,705 － 26,515,130 －

令和４年 146 － 8,606 － 28,355,874 －

平成５年対比
（％）

従業員数
（人）

平成５年対比
（％）

年間出荷額等
（万円）

平成５年対比
（％）

３１年
(令和元年)

※この数値は本市が独自に集計したものであり、経済産業省及び福島県が公表する数値と相違すること
があります。

※従業者数が4人以上の事業所の集計です（平成5、7、10、12、15、20、23年を除く）。
※平成16、17年については、旧北会津村、河東町の事業所を含んだ数値です。

※令和2年以降は経済センサス及び経済構造実態調査による従業者4人以上の事業所の集計です。
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２ 会津若松工業団地

１　特　　色　　　本市産業に非常に大きなウエイトを占める半導体関連工場を中心に製造型工場が

多く立地し、本市の重要な産業基盤を形成しています。

　２　位　　置　　　会津若松市門田町地内

　３　面　　積　　　５８．４ｈａ（分譲面積４６．４ｈａ）

　４　造成年度　　　昭和４７年度～昭和５６年度

　５　造成主体　　　福島県

　６　造成方法　　　公的開発

　７　分譲状況　　　昭和５９年１１月完売

　８　工場位置
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9　立地企業

№ 企　　　業　　　名 業　　　　種 操業年月

1 ㈱台和会津事業所 漆器製造業 平成　元．　９

2 入三鋼材㈱ 鉄鋼業 昭和５９．１１

3

4 岡田電気産業㈱ 電設資材・住設建材 令和　３．　９

5・24 ㈱ピーアンドエム　 機械・同部分品製造業 平成１４．　５

6 ㈲原田表装店 床・内装工事業 〃　２８．

7 ㈱ピーアンドエム（※駐車場） 機械・同部分品製造業 〃　２６．　８

8 今野建具製作所 建具製造業 昭和６１．　６

9・11 ㈲キョーケン

10 ㈲馬場建築 木造建築工事業 〃　６０．　１

12 川田工業所 仏具製造業 昭和５６．　７

13

三和シャッター工業㈱会津若松営業所

ナショナル・ベンディング㈱会津若松営業所

14 ㈱福島情報処理センター

15 ㈲小椋工務店 建築業

16 ㈱丸善商事 加工紙製造業 昭和６１．１０

17 ㈲城南製作所 建築用金属製品製造業 〃　５６．　１

18 ㈲若松環境衛生センター 廃棄物収集運搬業 〃　５９．　１

19 赤崎電子㈲

20 会津リブ工業㈱ 板金・金物工事業 平成　２．　４

21
㈱古賀セミコンテクノロジー 半導体製造装置製造 令和　３．　１

㈱会津精密技術研究所 半導体製造装置製造 令和　２．１０

22・23 ㈲今美愛塗装工業 自動車整備業 平成　２．　９

25・33
・34

丸隆工業㈱ 機械・同部分品製造業 〃　１３．１１

26 ㈱たなか商会 平成２８．

27 会津コスモス電機㈱ 自動車電装品製造業 平成２１．１２

28 富士通㈱

30 大陽日酸㈱門田ガスセンター ガス業 昭和５７．１０

31 武州製薬㈱会津工場 医薬品製造 令和　４．　９

32 オン・セミコンダクター会津㈱ 電子部品・デバイス製造業 平成２６．１２

35 ㈱ケアネット会津サービスセンター 介護事業所 〃　２２．　５

36 ㈱スズケン福島営業部会津支店 医薬品卸売業 〃　２３．１０

37 ㈱ＡＦＳＷ 電子部品・デバイス製造業 平成２６．１２

38 ㈱ムラオカプラミング 給排水・衛生設備工事業 令和　３．　１
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３　一ノ堰工業団地

１　特　　色　　　既成市街地における住工混在の解消を目的として、会津若松工業団地に隣接し

　　　　　　　　　整備した工業団地です。

２　位　　置　　　会津若松市門田町地内

３　面　　積　　　１３．８ｈａ（分譲面積８．６ｈａ）

４　造 成 年 　　　平成５年度～平成６年度

５　造成主体　　　会津若松地方土地開発公社（プロパー事業）

６　造成方法　　　開発行為

７　分譲状況　　　平成１１年９月完売

８　工場位置

　

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　県道会津若松・会津高田線

10-1

9-6

9-5
9-4

8-2

8-3

8-4

8-5  8-6

9-3
9-2

9-1

10-3
10-2

11-1-1
11-1-2

7-2

7-3

7-4

6-2
6-1

8-1

3-3
3-2

3-1-1
3-4

3-1-2

5-1-1

5-1-2

4-1

4-2

4-3

4-5
4-4

3-10

1-1

2-1

3-9 3-8 3-7 3-6 3-
5  3-17   3-15  3-13  3-11

調整池

会
　
津
　
鉄
　
道

会津鉄道
南若松駅

２号緑地

１号緑地

工業団地利用面積

工場用地　86千㎡（62.3％）

公共用地　36千㎡（26.1％）

緑　　地　 4千㎡（ 2.9％）

その他　　12千㎡（ 8.7％）

計　　 138千㎡

分譲済

      3-16  3-14  3-12 
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9　立地企業

№ 企　　　業　　　名 業　　　　種 操業年月

1-1 ㈱矢部工業 鋼構造物板金工事業

2-1 　　　 平成　９．１１

3-1-1 　　　

3-1-2 丸善商事㈱ 紙製品卸売業 〃　２８．

3-2 〃　　７．　９

3-3

3-4 丸善商事㈱ 紙製品卸売業 〃　１１．　２

3-5 佐竹建築 建築業 〃　　８．　６

3-6 岩沢工業 鉄工業

3-7 アートプラン建設㈱ 土木建築業 〃　　９．　５

3-8 加藤建具店 建具製造業 〃　　９．１０

3-9 ㈲会津公衛建設 建設業 〃　　８．　７

3-10 ㈲三浦建設 建設業 〃　　８．　４

3-11 ㈲海宣 看板製造業 〃　　８．　３

3-12 ㈱櫻木建設 建設業 〃　　９．　７

3-13 ㈲進弘製作所 一般機械器具製造業

3-14 ㈲樋浦建築 建設業 〃　　９．　４

3-15 伸和住宅㈱ 建設業 〃　　９．　４

3-16 五十嵐自動車鈑金 自動車整備業 〃　　７．１０

3-17 東北電力㈱ 電気業 〃　　８．　３

4-1 丸善商事㈱ 紙製品製造業

4-2 東北電力㈱ 電気業

4-3 ㈲Ａパーツ 鉄鋼業

4-4 ㈲会津由建 建築業 〃　　８．　７

4-5 日の出印刷 印刷業 〃　　７．１１

5-1-1 ㈲馬場建築 建築業 〃　１１．　８

5-1-2 個人 太陽光発電

6-1 ㈱満田屋 食品製造業 〃　　９．　６

6-2 ㈱ミリオ 電気機械器具製造業 〃　１０．　８

7-2 ㈲タケマタ 建築業 〃　　８．　３

7-3 ㈱山忠商事 看板製造業 〃　１０．　４

7-4 MRB建設工業㈱ 建設業
8-1 ㈲大島機械製作所 機械製作業

8-2

8-3

8-4 エスアイ㈱ 看板・標識機製造業

8-5 ㈲中村豊蔵商店　 漆器製造業 〃　　８．　４

8-6 ㈲浅沼住宅 建築業 〃　１０．　４

9-1 土橋建具店 建具製造業 〃　　７．　８

9-2 ㈱荒井工務店 建築業

9-3 ㈲Ａパーツ 自動車解体業

9-4 荒川産業㈱ 鉄鋼業
〃　　８．１１

9-5 ㈱ウエステック 産業廃棄物中間処理業

9-6 ㈱東北入谷まちづくり建設 舗装材料製造業 〃　　９．　１

10-1

10-2

㈲オール物産

雄昭建設㈲

卸売業

建設業

　　１７．　４

〃　１１．　５

10-3 黒岩建設㈲ 建設業 〃　　９．　４

11-1-1 ㈲水野工務店 建設業 〃　２９

11-1-2
特定非営利活動法人ピーターパンネ
ットワーク 障がい者福祉共同生活援助事業 〃　２５．　４

北日本印刷㈱

㈲Ａパーツ 自動車解体業

紙製品製造業

印刷業

会津パッケージ㈱
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４　会津若松高久工業団地

１　特　　色　　　会津若松市一箕町に昭和４２年に立地した富士通㈱会津工場が、設備老朽化等に

　　　　　　　　　伴い移転が必要となったため、その移転用地として整備した工業団地です。

２　位　　置　　　会津若松市神指町大字高久地内

３　面　　積　　　２４．３ｈａ（分譲面積２０．５ｈａ）

４　造 成 年 　　　平成８年度～平成９年度

５　造成主体　　　会津若松地方土地開発公社（プロパー事業）

６　造成方法　　　開発行為（市街化調整区域における大規模開発）

７　分譲状況　　　平成15年に完売

８　工場位置　

　　

９　立地企業

№ 企　　　業　　　名 業　　　　種 操業年月
1 大陽日酸㈱会津ｶﾞｽｾﾝﾀｰ　高久ｶﾞｽｾﾝﾀｰ ガス業 平成１３．　６

2

3 日本テキサス・インスツルメンツ(同) 電子部品・デバイス製造業 平成２２．　９

３　日本テキサス・インスツルメンツ(同)

２

１　大陽日酸㈱　
会津ガスセンター
　　高久センター

駐車場
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５　北会津工業団地（真宮工業団地）
１　特　　色　　旧北会津村の北会津村真宮土地区画整理事業として整備した工業団地です。

２　位　　置　　会津若松市真宮新町　

３　面　　積　　33.4ha（分譲面積　25.5ha）

４　造成年度　　昭和58年度から昭和60年度

５　造成主体　　北会津村真宮土地区画整理組合

６　造成方法　　土地区画整理事業

７　分譲状況　　完売

８　工場位置
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№ 企業名 番地
1 1-13

2 1-11-1
3 真宮薬局 1-11-4

4 東日本フード㈱　会津営業部 1-50
5 ㈱シンエイ 1-23

6 ㈲五十嵐組 1-20
7 ㈱会和工務店 1-7

8 タイヤランド北会津 1-6
9 ㈱セルクル　会津工場 1-41

10 東日本通商㈲ 1-46-2
11 アイボディケア㈱　会津工場 1-1

12 ㈲高橋凡建築 1-60
13 ㈱フォーシーズンファクトリ　会津工場 1-61-1
14 会津オリンパス㈱　北会津工場 1-95

15 まみや食堂 1-12
16 ㈲武藤製作所 1-42

17 ㈱クリタ 1-81-3
18 ㈲豊パッケージ会津 1-32

19 ㈲アイテックサービス若松 1-39
20 コジマ建設工業㈱ 1-26

21 ㈱大善　リオンドール物流センター 1-81-1
22 ㈱岩村製餡工場 2-1

23 ㈱一休さん大黒堂　真宮新町店 2-16
24 ㈲ボディリペアムラマツ 2-39-2

25 ㈲マルシゲモーター商会 2-39-1
26 ㈱大善 2-25

27 ㈱鈴和起設 2-37
28 庄建技術㈱　会津営業所 2-23

29 ㈲ワカデン工業　北会津工場 2-45
30 ㈲スミルーフ 2-52-2

31 雪下工務店 2-72
32 アライ㈱ 2-78

33 ヒメジ理化㈱　会津工場 2-55
34 郡山観光運輸㈱　会津営業所 2-100-1
35 ㈲福寿電気 2-98

36 ㈱大善　リオンドールチルドセンター 2-28
37 ㈱岩村製餡工場 2-3

38 ㈱リバティ 2-93-2
39 ㈲福島セルフペイント 2-96-2

40 ㈲共生　真宮工務センター 2-32-1
41 ㈱共進 2-48

42 2-51
43 ㈱楓　ケアホーム楓 2-18

44 ㈱楓　ケアホーム桂 2-8
45 日進建設㈱ 2-89

46 ㈱クリア製作所 2-70
47 2-50

48 ㈲日生相互技研 2-52-4
49 コーヒー＆ティールーム　私の部屋 2-38

50 ㈱ジェーシーエス　会津営業所 3-6
51 グリーンレンタル㈱ 3-8

52 3-10
53 グリーンレンタル㈱　会津営業所 3-13

54 3-65-2

55 3-41

56 ㈱板橋建材 3-16

　9　立地企業

(公財)福島県保健衛生協会　会津地区センター
(医)二瓶クリニック

(社福)啓和会　障がい福祉サービス事業所　Mamiyaつどいの家

(社福)啓和会　プリムローズ

イージーエム大和(株)

㈱江戸屋　蔵粋浪漫
㈱えどやフーズ
㈱廣村商事
㈲大成興産
㈱ニーズ
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№ 企業名 番地

　9　立地企業

57 大内わら工品㈱　会津営業所 3-17

58 ㈱ピカット東北　真宮工場 3-56-2
59 ㈱マルヤス工業　会津工場 3-56-1

60 ㈱佐藤クリーニング　リネンサプライ工場 3-51
61 大陽日酸エンジニアリング㈱　会津機器製作所 3-22

62 光和建材㈱　会津営業所 3-30
63 ㈱山口サッシ 3-34

64 大陽日酸エンジニアリング㈱　会津機器製作所 3-27
65 大陽日酸エンジニアリング㈱　会津機器製作所 3-31

66 ㈲日本相互技研　第二工場 3-18
67 ㈲佐藤商事運輸　会津若松営業所 3-29

68 ㈱後藤歯科商店　会津店 3-20-4
69 ㈲福島空調システム 3-20-1
70 ㈱エイエス電気　会津事業所 3-3

71 ㈱佐藤クリーニング　第二工場 3-37

72 3-50

73 ㈲紙屋商店 4-2
74 ㈱大善　北会津営業所 4-3

75 江信特殊硝子㈱　会津工場 4-1
76 ㈲根本防水 4-35

77 4-49

78 ㈱大善 4-16

79 ㈱カナモト　会津営業所 4-61
80 － 4-39

81 ㈱安中製作所　会津営業所 4-41
82 4-91

83 オガワ産業 4-90
84 会津信用金庫　北会津倉庫 4-81

85 ㈱ジャス 4-34-1
86 伊太利亭 4-89-1

87 総合緑建㈱ 4-63-1
88 ㈲広大 4-62

89 福福亭 4-76
90 ヘアサロンルシア 4-69

91 ケーワイ輸送 4-37
92 ㈱居倉 4-29

ホワイト急便福島　会津工場
ホワイト急便福島　真宮工場店

㈲モトキ商事
くまんち
(一社)ふくしまいのちの森

車屋COPIN
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６　会津若松河東工業団地

　１　特　　色　　　磐梯河東ＩＣから程近い河東町に、新たに整備した豊かな自然に囲まれた　

　　　　　　　　　　工業団地です。

　２　位　　置　　　会津若松市河東町工業団地地内

　３　面　　積　　　〔開発面積〕　１９．１ｈａ、〔分譲面積〕 　８．５ｈａ

　４　造成年度　　　平成１９年度～平成２３年度　　

　５　造成主体　　　会津若松地方土地開発公社（プロパー事業）

　６　造成方法　　　開発行為（市街化調整区域における大規模開発）

　７　分譲価格 　　17,500円／㎡（助成制度あり）

　８　分譲状況　　　完売（平成27年8月）

　９　工場位置

　　　10　立地企業　

№ 企　業　名 業　種 操業年月

区画　１

区画　２

区画　３

区画４－１西

区画４－１東

区画４－２

区画　５

（株）グリーン発電会津

（株）羅羅屋

（株）サンブライト

（株）グリーン発電会津

（株）グリーン発電会津

（株）サンブライト

西田精機（株）

電気業

かばん製造業

金属製品製造業

電気業

電気業

金属製品製造業

金属製品製造業

平成24年 7月

平成24年 8月

平成23年 12月

平成24年 7月

平成24年 7月

平成26年 7月

平成26年 6月

４－２

４－１
西

４－１
東
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７　会津若松徳久工業団地

1 特　　色　　会津若松工業団地の北側（門田町徳久地区）に、新たに整備した工業団地です。

2 位　　置　　会津若松市門田町工業団地地内

3 面　　積　　〔開発面積〕６．０ｈａ、〔分譲面積〕５．１ ｈａ

4 造成年次　　平成２７年度～平成２８年度　　

5 造成主体　　会津若松地方土地開発公社（プロパー事業）　

6 造成方法　　開発行為

7 分譲価格   25,287～28,145円／㎡（助成制度あり）

8 分譲状況　　完売（平成31年１月）

9 工場位置

　　　　　

　10　立地企業　

№ 企　業　名 業　種 操業年月

区画１

区画２

区画３－１

区画３－２

区画４

会津コスモス電機(株)

ヒメジ理化(株)

東亜テクニカル(株)

(株)会津クォーツ

ヒメジ理化(株)

電子部品製造業

ガラス・同製品製造業

電子部品製造業

ガラス・同製品製造業

ガラス・同製品製造業

平成29年 6月

令和 2年 3月

平成31年 4月

平成30年 9月

令和 2年 3月

区画２

区画３－１

区画３－２

区画１

区画４
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８ 　会津若松市の工場立地動向

〈表－１〉新増設別動向

年 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 元 2 3 4 5 6

新設 - - 1 - 1 4 3 2 1 1 - 2 2 1 3 - 2 - -

増設 - 2 1 1 2 - 3 1 4 - 3 2 9 1 - - 5 4 1

計 0 2 2 1 3 4 6 3 5 1 3 4 11 2 3 0 7 4 1

〈表－２〉業種別動向

年 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 元 2 3 4 5 6

漆器関連 - - - - - - 1 - 1 - - 1 1 - - - - - -

木工関連 - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - 2 - -

化学関連 - - - 1 2 - - - - - 1 - 1 - - - 1 1 -

金属関連 - - - - - 2 1 - 1 1 - - 1 1 - - 1 - -

一般機器 - 1 - - - - - - - - - - 1 - - - 1 - -

電子・精密 - - - - 1 - - 2 2 - 1 1 1 - - - - - -

その他 - 1 2 - - 2 4 1 1 - - 2 6 1 2 - 2 3 1

計 0 2 2 1 3 4 6 3 5 1 3 4 11 2 3 0 7 4 1

（数値は、県工業開発条例に基づく工場設置届出書（各年の１月から12月まで）の件数による。）

本市における工場立地は、会津若松工業団地を中心に行われ、同団地が昭和 59年 11月に完

売すると、その後は既存工場の増設が中心となり立地が低迷してきましたが、工業用地の需要

増と市街地に立地している工場等の移転要望に応えるため、新たに一ノ堰工業団地を整備し、

平成７年度から分譲を開始、平成11年９月には完売に至っています。

また、平成９年には、市内一箕町に立地していた富士通株式会社会津若松工場（会津工場）

の移転拡大に係る新工場の用地確保として、神指町高久地区に会津若松高久工業団地を整備し

たところであります。

企業立地の受け皿となる市内の工業団地がすでに完売しているなどの理由により、平成19年

より会津若松河東工業団地を整備し、平成27年８月には完売に至り、５社が立地いたしました。

一方、東日本大震災や原子力発電所事故からの復興として、「ふくしま産業復興企業立地補

助金」や「津波・原子力災害被災地域雇用創出企業立地補助金」の補助制度、また、「ふくし

ま産業復興投資促進特区」による税制優遇制度が創設され、既存企業においても工場等の増設

等が行われ、雇用拡大など地域経済の活性化に寄与しています。

こうした中、東日本大震災と原子力発電所事故からの早期の復興と再生を図るため、企業立

地促進による産業集積と雇用創出を目指して、平成 24年度より新たに会津若松徳久工業団地を

整備し、平成28年 11月に分譲を開始したところ、平成 28年度に２社、平成 29年度に１社、平

成30年度に１社の合計４社の立地が決定し、完売に至りました。

23



第４章　会津若松市の雇用状況

１　会津若松市内の従業者規模別事業所・従業者数

年　次 令和元年

民　営 計

事業所数 7,400 6,792 6,851 6,535 6,950 6,508 

97.96% 100.00% 97.79% 100.00% 98.03% 97.94%

従業者数 （人） 62,868 58,006 61,547 58,957 57,757 

93.72% 100.00% 93.85% 100.00% 93.74%

事業所数 4,689 4,263 4,191 3,983 3,586 

62.07% 62.77% 59.82% 60.95% 53.97%

 従業者 従業者数 （人） 9,683 9,011 8,861 8,335 7,447 

 規模別 14.43% 15.53% 13.51% 14.14% 12.09%

事業所数 1,376 1,283 1,290 1,219 1,174 

18.22% 18.89% 18.41% 18.65% 17.67%

従業者数 （人） 8,994 8,404 8,414 7,922 7,633 

13.41% 14.49% 1.97% 2.07% 1.91%

事業所数 757 695 733 741 689 

10.02% 10.23% 10.46% 11.34% 10.37%

従業者数 （人） 10,036 9,325 9,879 9,912 9,255 

14.96% 16.08% 15.06% 16.81% 15.02%

事業所数 229 215 254 235 236 

3.03% 3.17% 3.63% 3.60% 3.55%

従業者数 （人） 5,337 5,092 5,973 5,592 5,550 

7.96% 8.78% 9.11% 9.48% 9.01%

事業所数 331 310 356 318 323 

4.38% 4.56% 5.08% 4.87% 4.86%

従業者数 （人） 28,818 26,174 28,420 27,196 27,872 

42.96% 45.12% 43.34% 46.13% 45.24%

 派遣・下請従業者のみ 18 26 27 39 47 

0.24% 0.38% 0.39% 0.60% 0.71%

事業所数 154 155 140 137 

2.04% 2.21% 1.97% 2.06%

従業者数 （人） 4,213 4,030 3,859 

6.28% 6.15% 6.26%

合　計

事業所数 7,554 6,792 7,006 6,535 7,090 6,645 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

従業者数 （人） 67,081 58,006 65,577 58,957 61,616 

100.00% 100.00% 100.00% 100.00% 100.00%

※ 出典：事業所・企業統計調査、経済センサス

※

平成21年 平成24年 平成26年 平成28年 令和3年

1～4人 

5～9人

10～19人

20～29人

30人以上

国，地方
公共団体

平成21年・26年は7月1日、平成24年は2月1日、平成28年・令和3年は6月1日現在
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２　就職フェアinあいづ開催結果

令和2年8月 令和3年2月 令和3年8月 令和4年2月 令和4年8月 令和5年2月 令和5年8月 令和6年2月 令和6年8月 令和7年2月

8月7日 2月6日 8月7日 2月5日 8月5日 2月4日 8月4日 2月3日 8月2日 2月1日

0.98 1.08 1.30 1.32 1.52 1.46 1.48 1.32 1.21 1.33

アピオスペース アピオスペース アピオスペース アピオスペース アピオスペース アピオスペース アピオスペース アピオスペース アピオスペース アピオスペース

47社 44社 49社 57社 60社 59社 63社 63社 70社 69社

129人 176人 124人 - 118人 122人 129人 136人 155人 141人

 うち一般求職者 125人 163人 119人 - 116人 108人 127人 128人 150人 139人

 うち新規大卒等 4人 13人 5人 - 2人 14人 2人 8人 5人 2人

22人 37人 23人 - 39人 16人 27人 29人 36人 35人

 就職率 17.1% 21.0% 18.5% - 33.1% 13.1% 20.9% 21.3% 23.2% 24.8%

※中止

0

参加人数
内定率
有効求人倍率（会津管内）

令和２年度

参加企業

参加者

採用内定者（一般求職者）

開催時期

日時

有効求人倍率
（ハローワーク会津若松管内）

令和６年度令和５年度令和４年度

開催会場

年度 令和３年度

129人

176人

124人

0人

118人
122人

129人

136人

155人

141人

17.1%
21.0%

18.5%

0.0%

33.1% 13.1% 20.9%

21.3%

23.2% 24.8%

0.98 

1.08 

1.30 1.32 

1.52 

1.46 1.48 

1.32 

1.21 

1.33 

0.0%

20.0%

40.0%

60.0%

80.0%

100.0%

120.0%

140.0%

160.0%

0人

20人

40人

60人

80人

100人

120人

140人

160人

180人

200人

令和2年8月 令和3年2月 令和3年8月 令和4年2月 令和4年8月 令和5年2月 令和5年8月 令和6年2月 令和6年8月 令和7年2月

参加人数 内定率 有効求人倍率（会津管内）
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　　　　　　　　年　度

項　目

12,687 11,475 10,964 11,188 11,072 10,810 ▲ 2.4

常                 用 11,967 10,865 10,388 10,643 10,589 10,342 ▲ 2.3

雇用保険受給者 - - - - - - -

 中     高     齢    者 - - - - - - -

45,753 47,057 45,556 45,416 44,235 46,041 4.1

常                  用 44,919 45,432 44,155 44,143 43,075 44,750 3.9

雇用保険受給者 - - - - - - -

中    高    齢    者 - - - - - - -

- - - - - - -

常                 用 - - - - - - -

雇用保険受給者 - - - - - - -

中    高    齢    者 - - - - - - -

5,326 4,286 4,184 4,233 4,096 3,911 ▲ 4.5

常               用 4,661 3,815 3,707 3,739 3,678 3,506 ▲ 4.7

雇用保険受給者 - - - - - - -

中   高   齢  者 - - - - - - -

21,532 17,473 21,289 23,733 22,075 20,793 ▲ 5.8

58,840 46,872 58,058 66,418 62,575 59,070 ▲ 5.6

1.70 1.52 1.94 2.12 1.99 1.92 ▲ 3.3

1.29 1.00 1.27 1.46 1.41 1.28 ▲ 9.2

42.0 37.4 38.2 37.8 37.0 36.0 ▲ 2.7

新規求職申込件数

月間有効求職者数

※会津若松公共職業安定所（ハローワーク会津若松、南会津、喜多方）

就職件数

新規求人数

月間有効求人数

新規求人倍率（倍）

有効求人倍率（倍）

前年度比
（％）

令和元年度

就職率（新規％）

令和４年度

紹介件数

令和５年度 令和６年度

３　一般職業紹介状況
(1)総括

令和２年度 令和３年度
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4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

平成29年度 1.12 1.08 1.23 1.29 1.30 1.35 1.45 1.53 1.37 1.38 1.37 1.31

平成30年度 1.15 1.12 1.18 1.23 1.35 1.43 1.40 1.36 1.33 1.40 1.39 1.28

令和元年度 1.17 1.20 1.24 1.27 1.28 1.39 1.42 1.45 1.33 1.30 1.27 1.25

令和２年度 1.02 0.89 0.89 0.97 1.02 1.01 1.01 1.09 1.12 1.09 1.08 1.10

令和３年度 1.09 1.12 1.18 1.25 1.30 1.33 1.32 1.37 1.44 1.36 1.34 1.32

令和４年度 1.20 1.27 1.30 1.45 1.52 1.58 1.63 1.64 1.60 1.56 1.53 1.49

令和５年度 1.42 1.42 1.43 1.48 1.49 1.59 1.57 1.55 1.54 1.48 1.43 1.42

令和６年度 1.31 1.24 1.23 1.31 1.36 1.38 1.42 1.41 1.40 1.39 1.39 1.40

-
-

（２）有効求人倍率の推移（会津若松公共職業安定所本所原数値・Ｈ29～Ｒ６年度）

0.60

0.70

0.80

0.90

1.00

1.10

1.20

1.30

1.40

1.50

1.60

4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月

有効求人倍率の推移

平成29年度

平成30年度

令和元年度

令和２年度

令和３年度

令和６年度
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（３）障がい者雇用状況

区　分

合
　
計

身
　
体

知
　
的

精
神
・
他

合
　
計

身
　
体

知
　
的

精
神
・
他

合
　
計

身
　
体

知
　
的

-

406 106 50 250 399 109 54 236 366 93 47 226

204 42 18 144 238 44 40 154 219 47 31 141

令和６年３月末現在

令和５年度

２　就　職　件　数

年度
障がいの種類

（５）　障がい者求職登録状況

　※会津若松公共職業安定所（ハローワーク会津若松、南会津、喜多方）  令和６年度業務年報より

（４）　障がい者の職業紹介状況 

令和３年度 令和４年度

項　目

１　新規求職者数

2.74%

※令和５年６月１日現在

規
模
別

43.5人～99人 118 

300人～499人 9 2,831.0 52.5 1.85%

500人以上 9 7,836.5 214.5

7,647.0 143.5 1.88%

100人～299人 65 9,290.0 212.0 2.28%

サービス業 88 13,855.5 279.5 2.02%

その他の産業 15 1,468.0 22.0 1.50%

2.38%

卸売・小売業 23 5,262.0 137.5 3.23%

産
業
別

建設業 19 1,119.5 19.0 1.70%

製造業 56 6,900.0 164.5

企業数
雇用率算定

対象労働者数
障がい者数 実雇用率

産業・規模別

全　　　　　　数 201 27,605.0 622.5 2.26%

視覚

1.3%

聴覚・言語等

4.0%

上肢機能

4.5%
下肢機能

7.3%

体幹機能

1.3%

脳病変運動機能

0.4％

内部機能

10.4%

その他の身体障が

い

0.6%

知的

14.1%

精神

52.2%

その他

4.0%
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男 女 計 男 女 計

1,103 1,044 2,147 2,167 1,086 838 1,924 2,009

1 0 1 2 293 159 452 509

1 0 1 1 293 159 452 509

0 0 0 1 170 112 282 345

1 0 1 0 123 47 170 164

－ － － － － － 1,190 1,150

－ － － － － － 4.22 3.33

100.0% － 100.0% － 100.0% 100.0% 100.0% 100.0%

0.0% － 0.0% － 58.0% 70.4% 62.4% 67.8%

　

※　会津若松公共職業安定所（ハローワーク会津若松、南会津、喜多方）  令和６年度業務年報より

求人数

比
率

求人倍率

就職率

うち県内留保率

卒業者数

求職者数

就職者数

内
訳

県内就職

県外就職

４　新規学卒者の職業紹介状況
（令和６年３月卒業）

　　　学校別 中　　　　学　　　　校 高　　等　　学　　校

　　区　別

６年３月卒 ５年
３月卒

（参考）

６年３月卒 ５年
３月卒

（参考）
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第５章　企業誘致促進事業

　雇用の拡大をはじめ、定住人口の増加や市民所得の向上を図るため、新たな企業の誘致

や既存立地企業の拡充を重要施策として位置づけ、積極的に取り組んでいきます。

１．事業概要

（１）基本方針

　本市においては、少子高齢化が進行し人口減少が続く中、これに歯止めをかけ、定住人

口の増加と地域経済の活性化を図ることが喫緊の課題となっています。

　これまで、企業立地の取り組みは、徳久工業団地等への新規企業誘致、既存立地企業の

増設等支援、市内への事業所誘致という３本柱で進めており、誘導業種については、半導

体や自動車などの先端産業向け高度部材産業、農商工連携による地域資源活用型産業、会

津大学の立地を生かした ICT関連産業のほか、今後、更なる成長が見込まれる再生可能エ

ネルギー関連産業、医療福祉関連産業の集積に向けた取り組みを行ってきたところです。

引き続き、これまでの取り組みを継承しながら、本市の地勢的優位性や安全性、各関連

施設の集積ポテンシャルの高さ、国・県との連携による優遇制度の充実などを効果的にＰ

Ｒするほか、企業誘致の受け皿となる新たな工業団地の整備に向けた取り組みを推進する

ことで、企業立地の促進及び雇用の創出を図ってまいります。

（２）主な工業団地の状況

①会津若松河東工業団地の完売

　会津若松河東工業団地は、平成２３年２月に「㈱グリーン発電会津」（区画１）、同年

６月に「㈱サンブライト」（区画３）、平成２４年２月に「㈱羅羅屋」（区画２）、平成

２５年５月に「西田精機㈱」（区画５）、平成２７年８月に「㈱ＮＮＨ」（区画４東側）

が新規立地するとともに、平成２５年５月及び平成２７年８月に「㈱サンブライト」（区

画４西側）が工場を増設したことにより全区画が完売し、新たな雇用の創出が図られてい

ます。
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②会津若松徳久工業団地の分譲及び完売

会津若松河東工業団地の分譲状況を踏まえ、継続的な企業誘致を図るため、新たな企業

立地の受け皿として、会津若松工業団地北側（門田町徳久地区）に、会津若松徳久工業団

地を整備し、平成２８年１１月に分譲を開始しました。

分譲開始後、平成２８年１１月に「㈱会津クォーツ」（区画３－２）、同年１２月に

「会津コスモス電機㈱」（区画１）、平成３０年３月に「東亜テクニカル㈱」（区画３－

１）、平成３０年１１月に「ヒメジ理化㈱」（区画２及び４）が新規立地したことにより

全区画が完売し、新たな雇用の創出が図られています。

今後も、雇用の創出による地域経済の活性化に向け、新規企業誘致や地元企業の増設支

援に取り組みます。
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２ 優遇制度 
 

（１）企業立地奨励金 
① 企業立地奨励金の対象 

奨励金の

区分 

交付対象

施設 

種別 交付要件 交付金額 交付 

期間 

企業立地

奨励金 

工場又は

植物工場 

新設 次に掲げる条件をいずれも満た

すこと。 

1 設置する工場又は植物工場の

敷地面積が 1,000 平方メートル

以上であること。 

2 投下固定資産総額が 1億円以

上又は新たに雇用する常勤従業

員（以下「新規雇用常勤従業

員」という。）の数が工場につ

いては 30人以上、植物工場につ

いては 20人以上であること。 

工場等の設置後、当該設置

に係る固定資産に最初に賦

課された固定資産税に相当

する額（その額に、1,000

円未満の端数があるとき

は、その端数金額を切り捨

てた額） 

3年 

増設 次に掲げる条件をいずれも満た

すこと。 

1 設置する工場又は植物工場の

建築面積が 500平方メートル以

上であること。 

2 投下固定資産総額が 3,000 万

円以上又は新規雇用常勤従業員

の数が工場については 20人以

上、植物工場については 10人以

上であること。 

移転 移転を行うこと。 

事業所 新設 投下固定資産総額が 5,000 万円

以上又は新規雇用常勤従業員の

数が 5人以上（中小企業者に

あっては、2人以上）であるこ

と。 

増設 投下固定資産総額が 2,000 万円

以上又は新規雇用常勤従業員の

数が 1人以上であること。 

移転 移転を行うこと。 

研究所又

はコール

センター 

新設 投下固定資産総額が 5,000 万円

以上又は新規雇用常勤従業員の

数が 20人以上であること。 

増設 投下固定資産総額が 2,000 万円

以上又は新規雇用常勤従業員の

数が 10人以上であること。 

移転 移転を行うこと。 
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賃貸借型

企業立地

奨励金 

工場 新設 新規雇用常勤従業員の数が 30人

以上であること。 

工場等の用に供する建物に

係る 1年間の賃借料の合計

額（建物賃借に付随する経

費を除く。）に 4分の 1

（中小企業者が事業所の用

に供する建物を賃借する場

合にあっては、2分の 1）

を乗じて得た額（その額に

1,000 円未満の端数がある

ときは、その端数を切り捨

てた額とし、その額が 500

万円を超えるときは、500

万円とする。） 

3年 

増設 新規雇用常勤従業員の数が 20 人

以上であること。 

事業所 新設 新規雇用常勤従業員の数が 5人

以上（中小企業者にあっては、2

人以上）であること。 

増設 新規雇用常勤従業員の数が 1人

以上であること。 

研究所、

コールセ

ンター又

は植物工

場 

新設 新規雇用常勤従業員の数が 20 人

以上であること。 

増設 新規雇用常勤従業員の数が 10 人

以上であること。 

設備投資

奨励金 

工場等  次に掲げる条件をすべて満たす

こと。 

1 投下償却資産総額が 5,000 万

円以上の機械等を新たに取得す

ること。 

2 新規雇用常勤従業員の数が 1

人以上であること。 

新たに取得した機械等に最

初に賦課された固定資産税

に相当する額（その額に

1,000 円未満の端数がある

ときは、その端数を切り捨

てた額） 

1年 

雇用奨励

金 

工場等  次に掲げる条件をいずれも満た

すこと。 

1 上記の各奨励金の交付要件の

いずれかを満たすこと。 

2 工場等の操業を開始した日又

は新たに取得した機械等による

操業を開始した日を含む 1年を

超えない期間（当該操業を開始

した日前の期間を含む。）内に

市の区域内に住所を有する者を

10人以上新規雇用常勤従業員と

すること。 

市の区域内に住所を有する

新規雇用常勤従業員 1人に

つき 10 万円 

1年 
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② 市長の指定する地域 

ア 工場（製造業）又は植物工場の新設、増設及び移転 

  本市の区域内のうち、都市計画法（昭和 43年法律第 100 号）第８条第１項に規定する

準工業地域、工業地域（門田町大字飯寺字村東の一部を除く。）及び工業専用地域並びに

会津若松高久工業団地 

 

イ 研究所（自然科学研究所及び製造業の研究部門）の新設、増設及び移転 

  本市の区域内のうち、都市計画法第８条第１項に規定する近隣商業地域、商業地域、準

工業地域、工業地域（門田町大字飯寺字村東の一部を除く。）、工業専用地域及び会津若

松高久工業団地 

 

ウ 事業所（情報サービス業）及びコールセンターの新設、増設及び移転 

  本市の区域内のうち、都市計画法第８条第１項に規定する第二種中高層住居専用地域、

第一種住居地域、第二種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域、準工業地域、

工業地域及び工業専用地域 

 

 

③ 企業立地奨励金の交付手続き（フロー） 
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・
増
設
・
移
転
・
償
却
資
産
の
設
置 

⇒
 

固
定
資
産
税
の
賦
課
・
納
付 

⇒
 

指
定
企
業
の
申
請 

（
10
月
ま
で
） 

⇒
 

指 

定 

決 

定 

⇒
 

交 

付 

申 

請 

（
翌
年
） 

⇒
 

交 

付 

決 

定 

⇒
 

交 

付 

請 

求 

⇒
 

奨 

励 

金 

交 

付 
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（２）地域未来投資促進法に基づく優遇制度 

 

地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律に基づき、福島県で

は、県内６つの地域（県北、県中、県南、会津、相双、いわき）において、基本計画を策定し、

国より同意を得た。事業者が基本計画に適合する「地域経済牽引事業計画」を策定し、県の承

認を受け、事業を実施した場合、不動産取得税や固定資産税の減免措置などの支援を受けるこ

とができる。 

 

１ 前提条件 

以下の特例を受けるためには、県から事業計画承認後、かつ施設等取得前に国に確認申請

を行い、確認書の交付を受ける必要がある。 

 

２ 地方税（不動産取得税・固定資産税）の課税の特例 

  【要件】 

①土地・建物・附属設備・構築物の取得価格が１億円超であること 

②前年度の減価償却費の 10％を超える投資額であること 

③対象事業の売上高伸び率（％）≧過去５事業年度の対象事業に係る市場規模の伸び率 

（％）＋５％かつ、対象事業の売上高伸び率（％）がゼロを上回ること 

    ④以下のいずれかの先進性（全国の同分野において先駆的な取組）を有すること 

  ・開発又は生産する製品の先進性 

  ・開発又は提供する役務の先進性 

  ・製品の生産又は販売の方式の先進性 

  ・役務の提供の方式の先進性 

不動産取得税 課税免除 

固定資産税 課税免除（初年度から３年間）など 

     ※対象資産に機械装置は含まれない 

 

３ 法人税の課税の特例 

  【要件】 

①投資額が 2,000 万円以上であること 

②～④は「地方税（不動産取得税・固定資産税）の課税の特例」に同じ 

対象設備 特別償却 税額控除 

機械装置 ４０％ ４％ 

器具・備品 ４０％ ４％ 

建物・附属設備・構築物 ２０％ ２％ 

※対象資産の取得価格の合計額のうち本税制の支援対象となる金額は 100億円が限度 

※特別償却は限度額まで償却しない場合、不足額を翌年度に繰り越すことができる 

※税額控除は、その事業年度の法人税額又は所得税額の 20％までが上限 
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（３）中小企業等経営強化法に基づく優遇制度 

 

先端設備等導入計画は、中小企業等経営強化法に規定された中小企業者が、設備投資等を通

じて、労働生産性の向上を図るための計画です。この計画は、新たに導入する設備が所在する

市町村が国から「導入促進基本計画」の同意を受けている場合に、中小企業者が認定を受ける

ことが可能です。市町村の認定を受けた中小企業者は、税制支援や金融支援などの支援措置を

活用することができます。 

 

１ 前提条件 

先端設備等導入計画の認定を受けることが出来る中小企業者とは、中小企業等経営強化法

第２条第１項に該当する方です。 

 

２ 先端設備等導入計画の記載内容 

  中小企業者が、一定期間内に、労働生産性を一定程度向上させるため、先端設備等を導入

する計画を策定し、その内容が新たに導入する設備が所在する市区町村の「導入促進基本計

画」及び国の基本方針に適合する場合に認定を受けられます。 

①  一定期間とは、３年間、４年間又は５年間です。 

 ② 労働生産性とは、（営業利益＋人件費＋原価償却費）/労働投入量（労働者数又は労働者

数×１人当たり年間就業時間）の式によって算出します。 

③ 一定程度向上とは、直近の事業年度比で労働生産性が年平均３％以上向上することです。 

④ 先端設備等の導入が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものである必要があります。 

   

３ 税制支援 

  中小事業者等が、適用期間内に、雇用者等給与額支給額を 1.5％以上とする賃上げ方針を

従業員に表明し、当該賃上げ方針を位置付けて市区町村から認定を受けた「先端設備等導入

計画」に基づき、一定の設備を新規取得した場合、新規取得設備に係る固定資産税の課税標

準が３年間１／２に軽減されます。また、計画に位置付けた賃上げの方針が３％以上のもの

である場合は、５年間にわたって１／４に軽減されます。 

 【対象設備】 

   以下の対象設備のうち、次の要件を満たすもの 

    ・年平均の投資利益率が５％以上となることが見込まれることについて、認定経営革新 

     等支援機関の確認を受けた投資計画に記載された投資の目的を達成するために必要不 

可欠な設備 

対象設備 最低価額（１台） 

機械装置 160 万円以上 

工具 30万円以上 

器具備品 30万円以上 

建物付属設備 60万円以上 
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３　企業立地促進成功報奨制度

1　概要

企業立地推進員及び情報提供者が、市に立地希望企業の情報を提供し、立地交渉に協力し、

その結果、当該企業が本市に立地し、操業を開始後、所用の要件を満たした場合に、土地・建

物にかかる固定資産税評価額の３％（上限1,000万円）を交付するものです。

2 目的

本制度は、企業立地に関する情報収集機能の強化及び企業誘致の実効性を高めることを目

的としています。

3 情報提供者

企業立地に関する情報を有し、本市の企業誘致施策にご協力いただける方で、市と企業の

仲介や交渉等に取り組むことができる者（個人・法人を問わない。）

　　※　活動費は、無償

4 対象業種

ア　製造業

イ　情報サービス業（ソフトウェア業、情報処理サービス業、情報提供サービス業等）

ウ　サービス業のうち自然科学研究所、製造業の研究部門

エ　植物工場（完全人工光型に限る）

5 支給要件　　

項　目 製造業、植物工場
情報サービス業、自然科学研究所、

製造業の研究部門

面積要件 敷地面積1,000㎡以上 事務所等の延べ床面積300㎡以上

投資額要件 固定資産評価額が5,000万円以上 固定資産評価額が1,000万円以上

雇用要件
地元新規常勤従業員数が10人以上

（ただし、市民に限る）

地元新規常勤従業員数が５人以上

（ただし、市民に限る）

※　土地の取得・賃貸借、あるいは、土地・建物の取得・賃貸借が対象となります。

※　情報提供者が仲介して新規立地に至った際、操業開始後、１年以内に申請が必要です。

※　上記支給要件は、操業開始後、３年以内に満たすこと。

6 成功報奨金の額

土地及び建物に係る固定資産評価額の３％以内（限度額１，０００万円）

7 成功報奨金の支払い時期

企業の操業開始後
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第６章　会津産業ネットワークフォーラム（ＡＮＦ）

１　設立の目的　　

　少子高齢化や人口減少の急速な進行に伴い、会津地域においても地域活力の低下が深刻に懸

念される状況のもと、将来にわたりこの地域の持続的な発展を図っていくためには、地域社会

と密接に連携しつつ、企業としての立場から様々な提言を行うとともに、このために自らも主

体的かつ具体的な取組を行っていくことが必要です。

　このため、会津地域の振興に企業の立場から取り組み、地域とともに成長、発展することを

目指し、地域に根ざす製造業を核とした企業間の連携組織として、平成２０年９月に「会津産

業ネットワークフォーラム」が設立されたものです。

　【基本的な考え方】

　① 企業市民として地域社会に貢献

　○地域に根づいた企業市民としての立場から、地域貢献を積極的に行います。

　○会津地域が将来にわたり社会的・経済的な豊かさを享受できるよう、次の時代に向けた

「備え」を検討します。

　② 地域の産業・経済の活性化のための取組

　　○会津地域の産業・経済の活性化策を図るため、企業力向上に取り組みます。

　　○本地域内での企業立地を促進するための方策を検討します。

　③ 企業間連携による持続的成長・発展のための自主的な活動の展開

　　○企業間の情報を共有化し、連携・協力関係を構築しつつ、共に各企業の持続的成長・発展

を図るための取組を行います。

２　具体的な取り組み　　

　「会津産業ネットワークフォーラム」は、会津地域の立地企業が新たな可能性に向けた活動

を自主的に行うことにより、地域社会との連携や企業間の連携・協力体制を確立し、様々な課

題解決を図ることにより、自らの成長と地域の発展に寄与できる組織になることを目指し、会

津の発展が、企業の成長に欠かすことのできないものであるとの認識のもと、当フォーラムの

目的達成のため、次に掲げる事項について取り組みます。

① 企業間交流・連携の促進

　　・会員相互理解及び会員間取引の機会創出に向けた「技術プレゼン会」の開催。

　　・相互理解と経営力向上を目指し、経営者が集い親睦を深め、交流を促進する場としての

「経営者会」の開催。

　　・企業のデジタル化及び全体最適化を図るとともに、デジタル基盤を共有し生産性向上に向

けた中小企業のコネクテッドインダストリー4.0に対応したプラットフォームプロジェクト

への参画。
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　② 販路拡大

　　・自動車メーカーをはじめとする様々な産業分野参入を目的に、企業間の情報交換や研修会

　　　等の実施。

　　・新商品開発や技術課題の解決に向けたきっかけづくりとして、大学教授等専門家による訪

　　　問を実施。

　　・ＡＮＦ会員企業による「機械要素技術展（見本市）等」への共同出展を支援。

　③ 産学連携

　　・技術者同士が交流を深めながら、自社が抱える問題や課題を解決に導く取組として

　　　「中堅社員の集い」の開催。

　　・高校と企業との連携強化や「ロボコン」開催への協力などを実施。

　

　④ 人材育成

　　・技術力や経営力、生産性などの向上を支援するため、資格取得の支援及びものづくりの

　　　現場で求められる実践的な各種「研修事業」の実施。

　⑤ 会員企業の拡大

　　・さらなる地域活性化のため、会員企業の拡大に向けた取組を実施。

39



第７章　次世代産業支援事業

１ 事業目的

　　本市産業は医療用機械器具をはじめ、電子部品や精密機器等の高度な部材産業とICT関連産

　業が集積している特徴があります。次世代産業の先端技術は多くの部品とシステムから成り　

　立っており、市内企業においても先端技術開発の一部分として次世代産業分野に参入可能です。

　　本市においては、これまで医工連携推進事業を推進し、医療福祉関連分野の新規参入等を支

　援してまいりましたが、本市経済のさらなる活性化と持続的発展に向け、令和６年度から次世

　代産業支援事業に改編し、医療福祉関連産業を含めた次世代産業分野を中心に、新規誘致や既

　存企業の事業拡張を図るとともに、参入意欲のある市内企業を掘り起こし、福島県や関係機関

　の次世代産業振興に係る取組と連携を図りながら支援してまいります。

【対象とする次世代産業分野】

　①医療福祉

　②高度部材

　③デジタル

　④エネルギー・環境

　⑤ロボティクス

　⑥航空宇宙

２ 具体的な取組

　①次世代産業関連セミナーの開催

　　　市内企業の次世代産業関連分野への新規参入や事業拡大を図るため、県内関係機関や

　　次世代産業関連企業の代表者らを講師として招聘し、新規参入事例や販路拡大などをテーマ

　　にしたセミナーを開催します。

　②次世代産業関連展示会等への出展料補助

　　　次世代産業関連展示会等に参加する市内企業に対して、出展料を補助します。これまで

　　医療福祉関連分野のみとしていた対象展示会を、次世代産業分野に拡充しました。

　　補助金額：展示小間料の２分の１（上限10万円）

　③企業訪問及び次世代産業関連展示会参加

　　　新規誘致や既存企業の事業拡大を図るため、企業や関係機関等と情報交換を行います。

　　併せて、国県をはじめとする補助支援制度等の情報提供などにより、既存企業の事業拡大を

　　支援し、雇用創出につなげてまいります。
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第８章　ＩＣＴ産業集積促進事業

１　事業の目的
　　スマートシティ会津若松の取組の一環として、ICT専門大学である公立大学法人会津大学が立
　地しているなど本市の特色を最大限に生かし、首都圏からの新たな人の流れと雇用の場の創出、
　若年層の地元定着から、地域活力の維持向上を目的に、首都圏並みの魅力的なオフィス環境を
　整備し、ICT関連産業の集積を図る取組を行っております。

２　事業の概要
　　平成28年４月、ICT関連企業の集積を図るため、（仮称）ICTオフィス環境整備事業基本計画
　を策定し、同年事業用地としてJT会津営業所跡地を購入し、官民連携による事業スキームとし
　て、民間事業者（現：AiYUMU）を公募選定し、平成29年にオフィスの建設着工、平成31年４月
　にスマートシティAiCTとして開所いたしました。当該オフィスには、令和７年６月１日現在で
　35社が入居し、首都圏の大手企業やベンチャー企業、地元企業などICT関連企業の集積が進ん
　でおります。
  
３　スマートシティAiCT入居状況

　令和７年６月１日現在　合計35社（SHARE WORKS入居企業15社含む）

企業名 企業名（SHARE WORKS入居企業）

1 アクセンチュア㈱ 21 ㈱エムアイメイズ

2 ㈱エヌ・エス・シー 22 ㈱イクシング

3 TIS㈱ 23 東芝データ㈱

4 ㈱エフコム 24 ㈱ブリスコラ

5 會津ｱｸﾃｨﾍﾞｰﾄｱｿｼｴｰｼｮﾝ㈱ 25 SOMPOケア㈱

6 ㈱デザイニウム 26 東北電力㈱

7 三菱商事㈱ 27 東日本電信電話㈱

8 TOPPANデジタル㈱ 28 明治安田生命保険相互会社

9 SAPジャパン㈱ 29 ㈱メディア・ワーク

10 バンプージャパン㈱ 30 ダイキン工業㈱

11 ソフトバンク㈱ 31 ALSOK福島㈱

12 セイコーエプソン㈱ 32 AiNERGY㈱

13 ㈱オノヤ 33 Mobility Study Group

14 ㈱東海理化電機製作所 34 ㈱みずほフィナンシャルグループ

15 三井住友海上火災保険㈱ 35 ㈱ドコモビジネスソリューションズ

16 出光興産㈱

17 日本ヒューレット・パッカード(合)

18 日産自動車㈱

19 ㈱会津ラボ

20 コスモ石油マーケティング㈱
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第９章　（仮称）新工業団地整備事業

１　事業目的

　本市の第７次総合計画において、「企業誘致等により、安定したしごとのあるまち」を目指す
姿とし、工業用地の整備・供給などにより企業誘致を推進し、雇用の拡大と定住人口の増加、市

民所得の向上を図ることとしております。現在、本市では既存の工業団地は全て完売しており、

企業誘致の受け皿となる新たな工業団地の整備が必要とされていることから、さらなる企業誘致

促進のため、新たな工業団地整備を進めることといたしました。

２　取組経過

　（仮称）新工業団地の整備に向け、事業の内容、規模、手法等の骨子や指針を定めた（仮称）

新工業団地基本構想を令和５年１月に策定いたしました。基本構想に定めた事業の骨子や指針を

踏まえ、事業用地や事業手法、具体的なスケジュール等を定めるため、令和６年３月に（仮称）

新工業団地基本計画を策定し、整備に向けた取組を進めているところであります。

３　概要

　事業主体：会津若松市

　造成方式：先行造成方式

　分譲面積：10ha程度

　（１）事業用地

　　　場所：河東町八田北生井

　　　【位置図】
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　（２）事業手法

　　【採用する事業手法】

　　　「ＤＢ方式」（設計・施工一括発注方式）

　　　「ＤＢ方式」は、設計・施工の一括発注による民間ノウハウの活用により、効率的・効果

　　　的に事業を進めることが可能となり、事業費の削減や工期の短縮が期待されます。

　（３）事業スケジュール

　　　現時点での想定スケジュールであり、可能な限り早期に分譲開始できるよう、ＤＢ方式を

　　活用し、工期の短縮に努めてまいります。
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- 人 が ま ち を 育 て る  

- ま ち が 人 を 育 て る  
込められた意味 

第 10章 中心市街地活性化事業 
 

 本市では、会津若松駅から鶴ケ城周辺を対象地区に、第３期会津若松市中心市街地活性化基本

計画（以下「第３期計画」という。）を新たなコンセプトで策定しました。 

 第３期計画では、地域全体が中心市街地に対する共通の「まちの方針」に向かって活動する姿

を目指し、親しみと共感が得られる「まちの目指す姿（理想像）」を、基本理念や基本方針に設定

しました。 

 これからの「まちの目指す姿」について、住民、事業者、関係団体、行政などの「まちに関わ

るすべての人」と目線を合わせながら、一体的なまちづくりを進めてまいります。 

 

１ 第３期会津若松市中心市街地活性化基本計画の概要 

  

 ▶ 中心市街地の活性化のビジョン 

 

 ⑴ 基本理念 

まちが育
そだ

ち、人を育
はぐく

み、未来へつなげるまちづくり  

 

共通の指針となる愛称をもとに、親しみの持てるまちづくりのビジョンとなることを目指します。 

愛称 ▶ マ チ イ ク 

 

基本理念（愛称）には、「人を中心としたまちづくり」に焦点を当てたふたつの意味を込め

ています。 

中心市街地の活性化を目指す上で、一人ひとりがまちを形づくるかけがえのない存在であり、

個々の輝きがまちの魅力を高める上で欠かせないことから、主体性を持ったまちづくり（成長）

を目指します。 

そして、中心市街地を形づくる地域の関係者、まちで暮らしを営む市民、楽しみを求めて訪

れる来訪者にとって「このまちが好き」とされる場所となり、将来への架け橋となる人が育ま

れることをメッセージとして込めています。 

 

ア 中心市街地活性化の必要性 

  中心市街地は、商業や居住、公共サービス等の多様な都市機能が集積し、長い歴史の中で

地域の文化と伝統を育んできた「まちの顔」とも言うべき地域です。 

地域の魅力の土台である歴史や伝統、さらには、このまちならではの風土や空気感に満ち

た土地であり、地域住民の拠りどころとして機能しながら、まちへの愛着や誇りを育んでき

ました。今日においても、中心市街地は地域の活力を映し出す鏡であり、まちの変化は、目

に映るものだけでなく、心深くに働きかける存在です。 
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一方で、本市においても少子高齢化や人口減少社会は到来しており、急激な状況の回復は

見込めない中で、持続可能なまちづくりへの対応が求められています。 

このことから、中心市街地の活性化を図ることでまちの成長を後押しし、多様で心豊かな

人であふれた持続的なまちづくりを目指す必要があります。 

 

⑵ 基本方針 
 

基本方針１ 地域経済のエンジンとして力強く成長していくまちづくり 

中心市街地は、商店街や伝統産業に代表される地域に根付いた地元企業が集積する土地であ

り、その活力を向上させることは、地域の経済循環を強く、太くすることにほかなりません。 

経済活力の維持向上は、地域住民の暮らしの豊かさや、まちで時間を過ごすことの楽しさを

体感させるものであり、事業活動の場としての魅力にもつながるものです。 

このことから、中心市街地を消費と事業活動の場として活性化させながら、地域経済のエン

ジンとして力強く機能し続ける姿を目指す必要があります。 

 

■中心市街地が目指す姿 

１ ▶ 消費者のニーズに応える魅力を備えたエリア 

２ ▶ 事業活動の場として好ましい環境を備えたエリア 

３ ▶ 「稼ぐ力」を備え、地域経済の原動力として機能するエリア 

 

 

基本方針２ 「思い出」を生み、「想い」を育むまちづくり 

中心市街地は、関わる人々の「体験」や「記憶」を生み、地域への愛着を育む場所として機

能してきました。 

「会津地域の顔」で生まれる思い出は、地域に対する誇りや想いをより豊かに育み、まちの

将来を支えていくことにつながっていくものです。 

このことから、今後も中心市街地が「まちの顔」として愛され、地域特有の「体験」や「記

憶」を一つでも多く生むエリアとなることを目指す必要があります。 

 

■中心市街地が目指す姿 

１ ▶ 豊かで多様な「体験」や「記憶」を生むエリア 

２ ▶ 人を惹きつける「居心地の良さ」を備えたエリア 

３ ▶ 地域ならではの「思い出」を生み、地域を担う人材を育むエリア 

 

 ⑶ 計画の期間 
  

令和５年４月１日から令和 10年３月 31日まで 
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⑷ 中心市街地活性化の目標 
 

ア 目標及び目標指標の設定 

基本方針に基づく中心市街地活性化の目標と、その達成状況を把握する数値目標は、以下の

とおりです。 

 目  標  目 標 指 標 

１ 
中心市街地での 

滞在人口を増やすこと 
▶ １日あたりの滞在人口 

２ 

 

市民を一人
・・

でも
・・

多く
・・

増やすこと 
▶ 日常的に訪れる市民の割合 

３ 
中心市街地での消費や体験に関する 

地域住民の満足度を向上させること 
▶ 消費や体験の満足度 

 

 

イ 目標値の設定 
 

各事業は、「来街の目的（地）を生み出すことにつながるもの」という考え方を基本に、関係

者の目線を合わせながら実施するものです。 

市庁舎や公園などの公共空間の活用や、魅力ある消費空間の整備、イベントの実施などの施

策を積み上げた総合的な結果として、目標達成を目指します。 
 

１ １日あたりの滞在人口 

現状値  目標値 

35,500人 

（R3.7～R4.6） 
▶ 

45,000人 

（R9.4～R10.3） 

人口減少が進む中においても、中心市街地が持続的に成り立つための商圏人口を維持・

改善させていくという観点から、人流・位置情報データから得られる「中心市街地の１日

あたりの滞在人口」を目標指標に定めます。 

 

２ 日常的に訪れる市民の割合 

現状値  目標値 

24.2％ 

（R3.7～R4.6） 
▶ 

30％ 

（R9.4～R10.3） 

中心市街地を日常的に訪れ、利用する市民を一人でも多く増やすという観点から、人

流・位置情報データから得られる、「中心市街地を日常的に訪れる市民の割合」を目標指

標に定めます。 

 

 

 中心市街地を日常的に訪れる 
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３ 消費や体験の満足度 

現状値  目標値 

31％ 

（R4） 
▶ 

40％ 

（R9） 

地域住民の暮らしの満足度を高めることが重要であるという観点から、「会津若松市内の

暮らしに関するアンケート」で得られる「まちなかでの消費や体験の満足度」を目標指標

に定めます。 

 

⑸ 中心市街地の区域 
 

区域設定の考え方 

市の玄関口であり、交通の結節点でもあるＪＲ会津若松駅から、商業が集積している

中心商店街、行政施設や福利施設等の公共公益エリアを経て、本市のシンボルである鶴

ケ城に至る範囲を中心に活性化の取組を進めます。 

対象区域は、前計画のエリアを基本としながら、その外縁部も含め計画の対象としま

す。 

 

区域面積（約 160ha ） 
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２ 会津若松市中心市街地活性化協議会  

 会津若松市中心市街地活性化協議会は、改正中心

市街地活性化法に明示された組織として、平成 19

年２月 21日に設立されました。 

本協議会は、市が策定する基本計画に対し意見を

提出する機関として、また、本市の中心市街地にお

ける都市機能の増進、経済活力の向上の総合的かつ

一体的な推進に向け、さまざまな角度から協議検討

し、中心市街地の活性化を図る組織です。 

 協議会の設立に当たっては、会津若松商工会議所

と株式会社まちづくり会津が共同設立者となり、関

係機関・団体等へ呼びかけ、協議会委員を構成する

とともに、経済産業省東北経済産業局や国土交通省

郡山国道事務所等の行政機関をオブザーバーとして 

組織編成されています。 

【構成員】 

役職名 団体名 役職名 団体名 

会長 会津若松商工会議所  社会福祉法人会津若松市社会福祉協議会 

専務 会津若松商工会議所  （一社）福島県建築士事務所協会 会津支部 

 会津若松商工会議所  （公社）福島県建築士会 会津支部 

 会津若松商工会議所  （株）エフエム会津 

副会長 協議会の同意により、会長が選任  （一財）会津若松観光ビューロー 

 （株）まちづくり会津 監事 会津若松市金融団（東邦銀行会津営業部） 

 会津若松市 監事 会津商工信用組合 

 会津若松市商店街連合会  会津信用金庫 

 神明通り商店街振興組合  会津よつば農業協同組合 

 会津若松市役所通り商店街振興組合  （公社）会津青年会議所 

 大町四ツ角中央商店街振興組合  会津漆器協同組合 

 野口英世青春通り協議会   

 七日町通りまちなみ協議会   

 会津ふれあい通り大和町桂林寺町商店会 オブザ

ーバー 

経済産業省 東北経済産業局 

 アネッサクラブ 国土交通省 東北地方整備局 郡山国道事務所 

 会津若松市本町商店街振興会 国土交通省 北陸地方整備局 阿賀川河川事務所 

 大町通り商店会連合会 福島県商工労働部 

 東北電力（株）会津若松支社 福島県会津地方振興局 

 （株）ＮＴＴ東日本－福島 会津営業支店 福島県会津若松建設事務所 

 会津若松ハイヤー営業会 福島県会津若松警察署 

 東日本旅客鉄道（株）あいづ統括センター 公立大学法人 会津大学 
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３ 市民協働による取組 

市では、市民、商店街、事業者、関係団体と「まちの目指す姿」の実現に向けて市民協働の観点

から共に取り組み、全市的なまちなかづくりの機運醸成を図っています。 

 

⑴ マチイクプロジェクト（令和５年度から） 

   第３期中心市街地活性化基本計画の基本理念である「まちが育ち、人を育み、未来へつなげる

まちづくり」に基づく２つの基本方針の実現に向け、住民、事業者、関係団体、行政などの「ま

ちづくりに関わる人」が実行委員会を組織し、協働で事業を行います。 

   ア まちなか情報発信事業（まちなかの個店・イベント・活用可能なスペース等の情報発信）  

   イ まちなかスペース活用事業（まちなかでのイベント等への協力・参加） 

   ウ まちなか人材育成事業（勉強会・研修会・起業塾等の実施）  

   エ まちなか景観維持事業（過去に設置した板塀・案内板等の修繕等） 

     

 

⑵ まちなか賑わいづくりプロジェクト（平成 26年度から令和４年度まで） 

 会津まちづくり応援隊（※）が策定した「まちなか賑わいづくりプロジェクト」や前計画である

第２期中心市街地活性化基本計画に掲げた事業を具現化するため、商店街やまちづくり団体、商

工・観光団体と地域の方々、行政とが協働で取り組んできました。 

 ※ 会津まちづくり応援隊とは、公募による市民、商店街、まちづくり団体により設立した団体 

   ア まちなか誘導、案内板の設置 

   イ まちなかの植樹による憩いの場の整備 

   ウ 通りの板塀化やバナー設置による景観づくり 

   エ まちなかの魅力を発信する情報誌「きっせ。」の発行 

 

 

 

 

 

 

 

案内板の設置 情報誌の発行 
各種イベントの開催 

まちなかスペースの情報発信 まちなかイベントの情報発信 
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第 11 章 会津ブランド推進事業 

 

地域経済の活性化を目指し、他地域にはない会津ならではの誇れるものを「会津ブランド」として創り

上げるため、平成１３年度から会津若松商工会議所や業界（企業等）、関係団体、行政など、多様な主体

の連携により「会津ブランド推進委員会」を設立し、ブランド品の認定や企業交流会の開催、さらには各

種イベントの開催など、ブランドづくりとブランドの普及・伝承を目的とした事業を展開しています。 

また、そうした会津ブランドを効果的に売り込む方策として、首都圏の大きな消費地をターゲットとし

た業務提携などを行い、当該地域において、会津ブランドの定着化を図りながら、販路の拡大に努めてい

ます。 

さらに、首都圏の企業等と連携するなど、営業活動を行い、当該企業イメージとの相乗効果の中で会津

のブランド力を向上させていく取り組みも行っているところです。 

  

 

○令和７年度会津ブランド推進事業概要 

 

（１）食のブランド化事業 

  会津地域の生産波及効果の最も高い「食品」分野による地域経済の好循環を生み出すため、「食のブ

ランド化」をモデルケースとして流通や販売促進にかかるマーケティング戦略に取り組み、一層のブラ

ンド力の向上を図ります。 

  特に流通大手企業との地域貢献協定を生かしたモデル事業を展開していきます。 

 

①人材育成  

食のブランド化の入口として、高付加価値の商品・サービス開発を誘導するために、食品産業等の

育成に関する能力開発と人材育成事業を行いながら、会津地域内の生産者や食品加工業者などによる

マッチング機会の創出を図ります。 

 

②食品産業のコンソーシアム化 

  地域内企業のネットワーク化により、企業連携による地域資源を活用したオリジナルの高付加価値

な食品製造加工を目指します。 

 

 

50



(３) 会津ブランド販路開拓事業（首都圏取扱店の拡大） 

③モデル事業による実践 

  流通大手企業との地域貢献協定を生かし、さらなるブランド化をめざすために、「生産力の増強」

や「品質管理の向上」、さらには「物流網の整備」といった地域課題の解決に向けて、商談会なども

併せて行いながら、実効性のある展開を図ります。 

 

 

（２）都市間交流推進事業 

 これまで会津とのゆかりがある地域と連携し、「モノのブランド化」と「地域イメージのブランド化」を図るため、

相互地域のイベントなどを通じて地域産品の普及活動などを行ってきました。今後も、こうした民間交流がさらに活発化

するよう、相互地域の行政、経済団体との協議を行い、企業マッチングや共同商品販売、相互地域情報の広報活動など、

経済交流につながる機会づくりに努めます。 

また、平成 30 年 7 月に連携協定を締結したさいたま市とも、産品の販路拡大やビジネスマッチングの分野で相互の取

組の強化・発展に向けて取り組んでいきます。 

 

 

  

首都圏の流通事業者との連携や、県外で開催されるイベントや商談会等への参加を通じて、会津 

ブランド品の質の高さと、そうしたモノが生み出される会津地域の風土をＰＲしていきます。 

 

 

（４）会津ブランド品認定事業 

より戦略的な事業展開とブランド価値の向上を目指し、会津ブランド品認定基準を設けています。 

 

（トップ・ブランド分野）地域誘導型 

会津地域らしい地域イメージ（自然と伝統）の産品であり、会津地域内で生産される良い原料の 

   みを使用し、会津の伝統的もしくは事業者等の独自の製法や技術などを用いて作り出され、安全・

安心・信頼性は勿論のこと、品質最高位、高級品・貴重品等として希少性の高い産品。 
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（地域こだわりブランド分野）外貨獲得型 

  会津地域内の良い原料を使用し、会津の伝統的方法や技術もしくは事業所等の独自的製法・技 

  術（特許・実用新案）などを用いて作り出され、他地域に対する優位性、独自性を打ち出される要 

素を持ち、安全・安心・信頼性は勿論のこと、品質の規格が統一され安定供給ができ、市場性が高

い産品。 

    

 

会津ブランド品の認定に関する問い合わせ先 

会津若松商工会議所内 会津ブランド推進委員会事務局 

Tel 0242-27-1212 Fax 0242-27-1207 

    https://aizubrand.com/ 
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第 12章 桜咲く会津プロジェクト推進事業 
（イオン株式会社との地域貢献協定に基づく取組） 

 

１． イオン株式会社との地域貢献協定について（概要） 

会津若松市とイオン株式会社が、一層の地域の活性化及び市民サービスの向上に向け

て、相互の連携を強化することについて、平成26年に協定を締結しました。 

  この協定の目的を達成するために、市や関係団体で構成される桜咲く会津プロジェク 

ト実行委員会とイオン株式会社が連携し、会津地域の農畜産業者や食品加工業者などと 

イオングループの新たなネットワークづくりや、地域産品の継続的な全国流通を目指し 

ています。 

 （連携事項） 

① 地産・全消の推進、会津産品の販売促進に関すること 

② 観光の振興に関すること 

③ 電子マネーの活用に関すること 

④ 環境保全に関すること 

⑤ その他、地域社会の活性化及び市民サービスの向上に関すること 

 

２． 令和６年度の取組 

（１） 会津フェスタの開催 

イオンリテール株式会社と連携し、会津地域の地場産品等の販売を行ったほか、民 

芸品のワークショップやステージショー、抽選会等を実施しました。 

 

 

 

 

 

（２）会津産直フェアの開催 

イオン浦和美園に常設の「会津コーナー」において、売場の盛り上がりのために物 

産販売を実施しました。 

（３）会津フェアの開催 

イオンリテール北信越カンパニーと連携し、直営商品販売とワークショップ、観光

PRを行いました。 

（４）販路拡大事業 

新規取引や販路拡大のため、商品提案や地元企業との商談機会を創出しました。 

 

イベント分類 開催期間 場所 

会津フェスタ 令和６年９月12日～16日 イオンモール津田沼 

会津フェスタ 令和６年10月17日～20日 イオンレイクタウン 

会津フェスタ 令和６年12月７日～８日 イオンモール名取 
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（５）商品開発セミナーの開催 

イオン東北株式会社食品商品部長より、商品開発事例について講演していただきま

した。 

開催日 令和７年２月26日 

場 所 ルネッサンス中の島 
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第13章　会津清酒消費拡大推進事業
　　　

１　目　　　　　　 的

消費者に対する様々な飲み方の提案や、市内飲食店舗における取り組み協力の拡大、さらには

清酒作りの奥深さなどを表現・発信することで、会津清酒の販路拡大やブランド力の更なる向上

を図り、会津清酒の消費拡大に繋げていくことを目的とする。

２　事 業 実 施 主 体　　

会津清酒消費拡大推進協議会

　３　構　 成　 団　 体 

会津若松酒造協同組合、会津杜氏会、会津漆器協同組合、山田木綿織元、福島県社交飲食業生活

衛生同業組合あいづ支部、一般社団法人日本バーテンダー協会福島県支部、一般財団法人会津

若松観光ビューロー、東山温泉観光協会、芦ノ牧温泉旅館協同組合、会津若松市

　　　

　４　事　 業 　内　 容

　全国新酒鑑評会や東北清酒鑑評会等において、会津の蔵元が多数受賞していることで、会津清

酒の品質の高さが全国的に評価されている一方で、特定名称酒の出荷数量は増加しているもの

の、普通酒の出荷数量は減少しており、全体の出荷数量としては減少している。

  会津地域の地場産業の鍵は「会津清酒」をシンボルとした地域全体としてのブランド力の向上

であり、乾杯条例を活かし「会津　日本一おいしいお酒が飲める郷」を主軸とした、会津清酒のブ

ランドイメージを観光客や県外の方へPRするとともに、「会津清酒屋台村」や「会津清酒で乾杯」

イベントなど、住民が率先、参加できる取り組みや、会津漆器をはじめとした地場産業及び飲食、

宿泊、観光等の「異業種連携」を強化し、一産業、一地域に止まらず地域経済全体に波及効果をも

たらすことで、会津地域経済の底上げの一助となるような活動を行う。

　５　令和６年度事業実績

　　

　　１）会津清酒の良さを体感できる機会の創出

     　○会津清酒で花見酒イベント開催事業

　　　　・内　　容：日本屈指の桜の名所である鶴ヶ城において、会津清酒を振る舞い、会津清酒の魅

力を広く体感していただくイベントを開催した。

　　　　・開 催 日：令和６年４月５日(土)・６日(日)

　　　　・場　　所： 鶴ケ城二の丸
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     　○会津清酒で乾杯イベント開催事業

　　　　・内　　容：日本酒造組合中央会とのタイアップで、10月１日の「日本酒の日」に合わせて、会

津清酒と会津漆器の盃による乾杯を励行し、併せて会津清酒を飲み比べていただ

けるイベントを開催した。

　　　　・開 催 日：令和６年10月１日(火)

　　　　・場　　所：鶴ケ城帯郭

     　○日本酒カクテル事業

・内　　容：日本酒の新たな魅力を発見していただくため、バーテンダー協会とタイアップした日

本酒カクテルの販売などをとおして新たな飲み方の提案を行った。

　　　　・開 催 日：令和６年10月１日(火)

　　　　・場　　所：鶴ケ城帯郭

　　２）会津清酒の理解度向上

     　○HP・SNSによる情報発信事業

　　　　・内　　容：「会津清酒の普及の促進に関する条例」（通称：乾杯条例）と合わせ、日本一宣言

文を幅広く周知するとともに、本協議会の取組みや酒蔵及び杜氏の紹介を目的と

して、HP・SNSの運営を行った。

　　　　・実施期間：令和６年４月～令和７年３月末

     　○おもてなし講習会

　　　　・内　　容：飲食店、旅館ホテル、観光関係者などを対象に、会津清酒の歴史や酒造り、きき酒

による味の違いを学ぶ講習会を開催する。（事前申込制）

　　　　・開 催 日：令和６年５月４日(土)

　　　　・場　　所：會津っ子

　６　令和７年度事業計画

　　１）会津清酒の良さを体感できる機会の創出

     　○会津清酒で花見酒イベント開催事業

　　　　・開 催 日：令和７年４月 18日(金)・19日(土)
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　　　　・場　　所： 鶴ケ城二の丸

     　○会津清酒で乾杯イベント開催事業

　　　　・開 催 日：令和７年10月１日(水)(予定)

　　　　・場　　所：鶴ケ城帯郭（予定）

     　○日本酒カクテル事業

　　　　・開催期間：令和７年10月頃

　　　　・場　　所：未定

　　２）会津清酒の理解度向上

     　○HP・SNSによる情報発信事業

　　　　・実施期間：令和７年４月～令和８年３月末

     　○おもてなし講習会

　　　　・実施期間：令和７年４月～令和８年３月末
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第 14章 会津ブランドものづくりフェア 

 

１ 事業目的 

会津地域の伝統工芸や先端産業など、「会津のものづくり文化」のＰＲとして、地域産業を支え

る作り手の魅力発信や、多様なものづくり体験の機会を提供することで、来場者のものづくりに

対する理解・認識を深め、将来のものづくり人材の確保及び育成に寄与することを目的とする。 

 また、本事業をきっかけとして、「作り手と作り手」「作り手と来場者」の連携・交流が生まれ

ることで、会津のものづくり文化の新たな発想や価値を創造し、会津地域と伝統的工芸品産業及

び地場産業の活性化につなげる。 

 

会津ブランドものづくりフェア実行委員会 

【構成団体】会津漆器協同組合、会津喜多方漆器商工協同組合、会津塗伝統工芸士会、 

 会津本郷焼事業協同組合、会津本郷焼伝統工芸士会、奥会津三島編組品振興協議会、 

 会津若松商工会議所、会津若松酒造協同組合、会津若松地方森林組合、会津若松観光ビューロー、 

 喜多方市、会津美里町、三島町、昭和村、西会津町、猪苗代町、柳津町、会津若松市 

 

２ 令和６年度事業実績 

⑴ 会津ブランドものづくりフェア inさいたま 

  開催日：令和６年６月 22日（土）・23日（日） 

  場 所：けやきひろば１階プラザ（埼玉県さいたま市中央区新都心 10） 

  内 容：会津の工芸品に関連したワークショップ 

      会津の工芸品及び特産品の販売 

      会津地域紹介パンフレットの配布（極上の会津） 

 

⑵ 会津ブランドものづくりフェア inまちなか 2024 

開催日：令和６年 10月 19日（土）・20日（日） 

場 所：鶴ヶ城体育館及び体育館前駐車場 

内 容：実行委員会構成団体エリア 

     ⇒伝統工芸士等による実演及びワークショップ 

      ⇒会津地域の伝統工芸品や特産品の展示・販売 

会津地域の企業エリア 

        ⇒地域内で活躍する企業の技術・製品紹介、体験 

屋外体験エリア 

⇒木材等を使った屋外での木工ものづくり体験 

飲食エリア 

      ⇒会津地域を代表するグルメの販売 

     ⇒商工会議所キッチンカーサークルによる出店 

同時開催イベント 

⇒ジュニアエコノミーカレッジ（主催：会津若松商工会議所青年部）  
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３ 令和７年度事業計画 

  令和７年度は、昨年に引き続き、会津地域内イベントに加え、首都圏にて会津地域の伝統工芸

品や特産品をＰＲするイベントを開催する。 

   

 ⑴ 会津ブランドものづくりフェア inイオンモール津田沼【首都圏イベント】 

   開催日：令和７年９月４日（木）～８日（月） 

   場 所：イオンモール津田沼（千葉県習志野市） 

 

 ⑵ 会津ブランドものづくりフェア inまちなか 2025【会津地域内イベント】 

   開催日：令和７年 10月 18日（土）・19日（日） 

   場 所：鶴ヶ城体育館及び体育館前駐車場 

 

 ⑶ 会津ブランドものづくりフェア inイオンレイクタウン【首都圏イベント】 

   開催日：令和７年 11月６日（木）～９日（日） 

   場 所：イオンレイクタウン（埼玉県越谷市） 
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第 15章 支 援 制 度 
 

１ 中小企業及び小規模企業振興条例に基づく補助制度 
令和７年４月１日施行 

 

⑴ 安全安心施設設置等事業補助金 
   来街者の安全安心を支える公共性の高い施設を設置又は維持管理する場合、その費用の一部を 

補助します。 

Ａ：設置する場合 

Ｂ：維持管理する場合 

 

補助対象者 補助対象事業 補助対象経費 補助金額 補助限度額 

A 

⑴ 商店街振興組合 

⑵ 事業協同組合 

⑶ 任意商店会 

⑷ まちづくり会社 

⑴ 街路灯（１基以上） 

⑵ 駐車場（普通乗用

車 10台以上収容可能

なもの） 

⑶ イベント広場（ポ

ケットパーク及びス

トリートファニチャ

ーを含む。） 

⑷ 駐輪場 

⑸ 放送設備 

⑹ 防犯カメラ 

⑺ ⑴から⑹までに掲

げるもののほか、商

店街等の利便、活性

化に寄与するものと

市長が認めるもの 

施設の建設又は設

置に要した設計費、

工事管理費及び工事

費 

⑴ 中心市街地

活性化基本計

画に基づき実

施する事業 

３分の２以内 

 

⑵ ⑴以外の事

業 ３分の１

以内 

⑴ 街路灯１基

当たり 全部

建替えの場合 

30万円、一部

付替えの場合 

20万円 

⑵ 1,000万円 

⑶ 500万円 

⑷ 200万円 

⑸ 100万円 

⑹ 50万円 

⑺ 市長が認め

る額 

B 

⑴ 商店街振興組合 

⑵ 事業協同組合 

⑶ 任意商店会 

⑷ まちづくり会社 

⑴ 街路灯（１基以上） 

⑵ 防犯カメラ 

⑶ 放送設備 

維持管理に要する
費用 
⑴ 電気料、修繕費 
⑵ 電気料、修繕費 
⑶ 修繕費 
 

３分の１以内 ⑴ 実績補助 

⑵ 実績補助 

⑶ 10万円 

 

 

⑵ 事業協同組合共同施設設置事業補助金 
   事業協同組合等が共同事業を行うため施設を設置する場合、費用の一部を補助します。 
 

補助対象者 補助対象事業 補助対象経費 補助金額 補助限度額 

⑴ 事業協同組合 

⑵ 協同組合連合会 

高度化事業計画に基づ

き設置する生産・加工・

販売・購買・保管・運

送・検査・その他組合員

の事業に関する共同施設 

施設の設置に要

した設計費、工事

管理費及び工事費 

５分の１以内 2,000万円 
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 ⑶ イベント事業補助金 
   商店街等や中小・小規模企業者などがイベント等を行う場合、費用の一部を補助します。 

   Ａ：業界全般に有益な効果を及ぼす展示会・見本市等 

   Ｂ：地域に定着し住民に親しまれるなど、継続のための支援が必要なイベント 

   Ｃ：売上向上を図るため、一般市民の参加を求めて行うイベント 

   Ｄ：地元の産品を活用し、一般市民の参加を求めて行う販売促進イベント 

 
 

補助対象者 補助対象事業 補助対象経費 補助金額 補助限度額 

A 

⑴ 事業協同組合 

⑵ 協同組合連合会 

⑶ 企業組合 

⑷ 協業組合 

⑸ 酒造組合 

⑹ 酒販組合 

⑺ 生活衛生同業組

合 

次の⑴～⑶を全て満た

すイベント 

⑴ 広く一般市民を対象

として行うもの 

⑵ 商工業の伸展に寄与

することを目的とする

もの 

⑶ 業界全体に有益な効

果を及ぼすものと市長

が認める展示会、見本

市又はこれらに類する

もの 

 

⑴ 会場設営費（会

場借上料を含

む。） 

 

⑵ 宣伝広告費 

 

⑶ 謝礼金（旅費を

含む。） 

 

⑷ 警備委託費 

 

⑸ 企画・運営に係

る委託費 

 

⑹ Webサービス等

利用料 

２分の１以内 

 
※ 補助対象経費

が 50万円未満の

場合は補助対象

外 

100万円 

B 

⑴ 商店街振興組合 

⑵ 任意商店会 

地域に定着し住民に親

しまれるなど、継続のた

めの支援が必要と市長が

認めるイベント 

 

２分の１以内 30万円 

C 

⑴ 事業協同組合 

⑵ 協同組合連合会 

⑶ 企業組合 

⑷ 協業組合 

⑸ 酒造組合 

⑹ 酒販組合 

⑺ 生活衛生同業組

合 

⑻ 商店街連合会 

⑼ 商店街振興組合 

⑽ 任意商店会 

 

売上向上を図るため、

広く一般市民の参加を求

めて行うイベント 

３分の１以内 30万円 

D 

中小・小規模企業

者（３者以上で構成

されている団体のう

ち、少なくとも１者

以上が市内に事業所

を有する団体に限

る。） 

 

地元の産品を活用し、

広く一般市民の参加を求

めて行う販売促進イベン

ト 

３分の１以内 30万円 
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 ⑷ 人材育成事業補助金 
   商店街等や中小・小規模企業者などが研修事業を主催する場合や、他の団体等が主催する研修 

事業等に参加する場合、費用の一部を補助します。 

   Ａ：商店街等が研修事業を主催、他の団体等が主催する研修事業に参加する事業 

   Ｂ：中小・小規模企業者が研修事業を主催、他の団体等が主催する研修事業に参加する事業 

   Ｃ：商店街等が主催する先進地への視察研修事業 

 

補助対象者 補助対象事業 補助対象経費 補助金額 補助限度額 

A 

⑴ 事業協同組合 

⑵ 協同組合連合会 

⑶ 企業組合 

⑷ 協業組合 

⑸ 酒造組合 

⑹ 酒販組合 

⑺ 生活衛生同業組

合 

⑻ 商店街振興組合 

⑼ 任意商店会 

⑽ まちづくり会社 

 

⑴ 外部から講師等を招

き研修事業を主催する

事業 

 

⑵ 他の団体等の主催す

る研修事業に参加する

事業 

⑴ 参加に要する

旅費 

 

⑵ 参加負担金 

 

⑶ 資料代 

 

⑷ 会場借上料 

 

⑸ 講師謝礼金

（旅費を含む。） 

２分の１以内 ⑴ 20万円 

⑵ 10万円 

B 

中小・小規模企業

者 

⑴ 外部から講師等を招

き研修事業を主催する

事業 

 

⑵ 独立行政法人中小企

業基盤整備機構、中小

企業大学校、県等の主

催する研修事業に参加

する事業 

 

２分の１以内 10万円 

C 

⑴ 事業協同組合 

⑵ 協同組合連合会 

⑶ 企業組合 

⑷ 協業組合 

⑸ 酒造組合 

⑹ 酒販組合 

⑺ 生活衛生同業組

合 

⑻ 商店街振興組合 

⑼ 任意商店会 

⑽ まちづくり会社 

 

自ら選定した先進地へ

の視察研修事業（国内に

限る。） 

⑴ 交通費 
 
⑵ 視察料 
 
⑶ 資料代 
 
⑷ 講師謝礼金

（旅費を含む。） 

２分の１以内 20万円 
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 ⑸ まちなか出店応援補助金 
   中心市街地の遊休不動産や空き家を活用し、自ら事業を行うために出店する場合、費用の一部を 

補助します。 

 

補助対象者 補助対象事業 補助対象経費 補助金額 補助限度額 

創業、第二創業、再

出店、移転、多店舗展

開等を予定する個人又

は法人、団体等（組織

の法的形態は問わな

い。） 

中心市街地の遊休不動

産（店舗、ビル、倉庫、

土地など、企業活動に使

用されていない不動産）

や空き家を活用し、自ら

が事業を行うために出店

する事業 

開業に要する費用 

 

⑴  店舗部分の施

設整備に要する

工事費（内外装

工事、給排水設

備工事、冷暖

房・空調設備工

事、電気・照明

工事、ガス設備

工事、建具工

事、消防設備工

事（消防申請費

を含む。）、情報

設備工事、看板

設置工事、現場

（工事）管理

費、設計監理費

（デザイン料を

含む。）、資材購

入費（事業者自

らが施工又は事

業者が資材を購

入し、内外装工

事業者が施工す

るもの）、その

他官公庁届出費

等） 

 

⑵ 店舗ブランディ

ングに要する費用

（ロゴデザイン、

ホームページ、動

画、写真、宣伝広

告等の作成及び媒

体掲載等に係る委

託費、Ｗｅｂ広告

料等） 

 

２分の１以内 

（ただし、チャ

レンジ企業応援

補助金との重複

は不可） 

⑴ 商店街等に

出店する場合 

250万円 

 

⑵ ⑴以外に出

店する場合 

150万円 
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 ⑹ チャレンジ企業応援補助金 
   地域資源を活かした新商品や、地域特性・地域課題を捉えた新サービスや新技術など、新たな事業

へチャレンジする企業や個人を支援するための補助制度です。 
 

補助対象者 補助対象事業 補助対象経費 補助金額 補助限度額 

⑴ 市内で同一事業を

引き続き１年以上営

んでいる中小企業者 

 

⑵ ⑴の中小企業者が

２分の１以上を占

め、代表となってい

る団体（交付に関す

る手続等は、代表の

中小企業者が行うも

のとする。） 

 

⑶ 市内で創業して１

年以内又は今後１年

以内に創業する予定

である個人又は法人 

 

市長が認定した会津

若松市チャレンジ事業 

⑴ 機械装置に係る

経費 

 

⑵ 試験依頼に係る

経費 

 

⑶ 原材料費 

 

⑷ 調査・分析に係

る委託費 

 

⑸ その他市長が必

要と認めた経費 

３分の２以内 

（ただし、まち

なか出店応援補

助金との重複は

不可） 

⑴及び⑵ 100

万円 

 

⑶ 50万円 
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⑺　中小企業及び小規模企業振興条例に基づく補助実績（直近３年分）

（単位：千円）

補助金名
令和４年度 令和５年度 令和６年度

件数 金額 件数 金額 件数 金額

1 安全安心施設設置等事業補助金 － — ー ー 19 1,649

5 269 2 99 1 51

22 1,862 19 1,197 18 1,598

2 事業協同組合共同施設設置事業補助金

3 イベント事業補助金 4 766 6 929 13 1,858

4 人材育成事業補助金 4 513 3 535 2 342

5 商店街空き店舗対策事業補助金 28 11,703 29 12,883 26 11,113

28 11,703 29 12,957 26 11,113

6 チャレンジ企業応援補助金 1 66 1 1,000 3 1,244

7 組織化奨励金

8 まちなか出店応援補助金 — — — — 3 7,500

合　　　計 64 15,179 60 16,643 66 23,706

⑴　施設設置事業

⑵　施設維持管理事業

⑴　商店街が空き店舗対策を行うため自ら選定
　　した事業者を誘致する場合の空き店舗等の
　　賃借料への補助

⑵　商店街が空き店舗をコミュニティスペース
　　として整備する場合の改装費への補助

※令和６年度より、社会課題・地域課題解決事業補助金を廃止。
　商店街施設設置事業補助金、商店街施設維持管理事業補助金を安全安心施設設置等事業補助金へ統合。
　まちなか出店応援補助金を追加。
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２ 会津漆器産業に対する支援制度 

 長い歴史と伝統に育まれ、本市を代表する地場産業である会津漆器産業の技術後継者の育成と販路

拡大を図ることを目的に、様々な支援を行っています。 
 

⑴ 会津漆器技術後継者訓練校運営補助金 

   会津漆器技術後継者訓練校の運営費の一部を補助します。 

   〈会津漆器技術後継者訓練校の内容〉 

実施団体 会津漆器協同組合 

 カリキュラム  塗りと蒔絵の技術習得にかかること。２年間で約 2,800時間を受講。 

授業日 月～木（週４日） 
 

⑵ 会津漆器技術後継者訓練奨励金制度 

 自社の従業員を、会津漆器技術後継者訓練校へ通わせている事業主に対して、訓練期間において奨励金を 

交付します。 

・金     額 ： 訓練生１人につき基本月額 80,000 円 

  ・補助対象者 ： 訓練生を雇用する事業主   
 

⑶ 会津漆器技術後継者の育成、自立及び産地定着支援事業補助金 

   会津漆器協同組合が、会津漆器技術後継者の育成、自立及び産地定着のために行う事業に対し、その費用の一

部を補助します。 

 事 業 内 容 補助率 

育成支援事業 会津漆器技術後継者訓練校を修了した技術後継者等で就業先のない者の

うち、塗り、蒔絵、木地の職人を目指す者を対象として、一定期間、実

際の製造過程で通用する技術や技能の修得を図るため、熟練した職人に

よる技術指導を行う。 

２分の１ 

自立支援事業 会津漆器技術後継者訓練校を修了した技術後継者等が、自立のために行う、新商

品の研究開発事業、販路開拓事業。 

３分の２ 

産地定着支援

事業 

会津漆器技術後継者訓練校を修了した技術後継者のうち、下記のいずれ

の要件も満たす者に対して、作業場確保にかかる家賃負担の軽減を図る

ことで、産地定着を支援する事業。 

① 会津漆器技術後継者訓練校を修了後 3 年以内、かつ漆器製造にかか

る職人としての自立を目指す者 

② 会津若松市内で作業場の用に供する物件に対して家賃負担を要する

者 

補助対象物件の

月額家賃の３分

の２以内の額ま

たは月額10,000

円のいずれか少

ない額 

 

⑷ 会津漆器産業従事者支援補助金（令和６年度から）  

  会津漆器産業従事者及び会津漆器協同組合が行う商品開発、需要開拓、情報発信など会津漆器の

振興に資すると認められる取組を行う場合、その経費の一部を補助します。 

対象者 
会津漆器産業従事者 

（１者のみ） 

会津漆器産業従事者の 

グループ（２者以上） 
会津漆器協同組合 

要 件 
会津漆器産業従事者に該当

するものであること 

構成員に会津漆器産業従事者

に該当する者を含むこと  

補助率

上限額 

補助対象経費の２分の１以

内の額 

上限額：１０万円 

補助対象経費の２分の１以内

の額 

上限額：２５万円 

補助対象経費の２分の１以内

の額 

上限額：５０万円 
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※会津漆器産業従事者の定義 

・会津漆器の製造または販売を主たる事業として営んでおり、補助事業完了後も漆器産業に従事する

意思を有する者。 

・市内に主たる事業所や作業場等を有し、市に対して市税の納税義務を有する法人及び個人。 

⑸ 会津漆器使用拡大支援補助金  

  市内外の旅館、ホテル、飲食店等が業務用として会津漆器を購入する場合、その経費の一部を補

助します。 

補  助  率 補助限度額 対象団体 

購入費の３分の１以内 50 万円 
市内外の旅館、ホテル、飲食店等のほか、店舗

や事業所等、不特定多数の方々が利用する施設 
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３ 新規創業者支援について 

 

 本市では創業支援等事業計画の認定を受け、関係機関と連携を図りながら、地域経済を支える新規創

業者の育成とその機運活性化のため、支援を行っています。 

 

 ●支援内容 

  市内金融機関や、NPO法人と連携し、創業を希望する方の相談体制を構築するとともに、各団体で実施されて

いる創業に向けたセミナーや相談会等への誘導などを行なっています。 

 

【支援体制イメージ】 
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第 16 章 融 資 制 度 
 

 

１ 市融資制度 
 

制 度 名 中小企業未来資金保証融資制度 工場設置融資制度 

対 象 企 業 

 

市内で同一事業を１年以上営み、

その経営が健全であり、かつ市税を

完納しており、中小企業信用保険法

第２条第１項に規定する中小企業者

で県信用保証協会の信用保証を受け

られる方 

※「セーフティネット保証」「東日本

大震災復興緊急保証」を利用する

場合は会津若松市長の認定を受け

る必要がある。 

 

会津若松市企業立地促進条例第３条

第１項に定める地域に工場等を新設、

増設、移転する中小企業 

 

 

 

 

 

資 金 使 途 運転資金及び設備資金 設備資金（土地の購入含む） 

融資限度額 2,000万円 １億円 

償 還 期 間 

運転資金 10 年以内 

設備資金  10年以内 

(3 年以内の据置可能) 

15 年以内 

（1年以内の据置可能） 

融 資 利 率 

 

5 年以内 

年 2.2％以内（※年 1.7％以内） 

5 年超 7 年以内 

年 2.3％以内（※年 1.8％以内） 

7 年超 10年以内 

年 2.4％以内（※年 1.9％以内） 

※「セーフティネット保証」または

「東日本大震災復興緊急保証」利

用時の金利 

 

5 年以内      年 2.0％以内 

5 年超 10年以内  年 2.2％以内 

10 年超 15年以内  年 2.5％以内 

（保証協会保証付の場合は 0.1％割引） 

 

 

信用保証料率 保証協会の所定の扱いによる 保証協会の所定の扱いによる 

担保・保証人 
担 保：必要に応じて 

保証人：必要に応じて 
金融機関の所定の扱いによる 

申 込 先 ・ 

申 込 時 期 
市内金融機関・随時 市内金融機関・随時 
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２ 融資に係る市補助制度 
 

信用保証料補助制度 

制 度 名 中小企業未来資金保証融資制度信用保証料補助金交付制度 

申請資格要件 中小企業未来資金保証融資制度に基づいて融資を受けている中小企業者 

補 助 対 象 信用保証料 

補 助 内 容 

福島県信用保証協会に納付した信用保証料の４分の３の額（千円未満切捨）

を補助。 

※ただし、令和８年３月 31 日までに融資を受けたものに限る 

申 請 先 商 工 課 

 

 

制 度 名 創業支援信用保証料補助金交付制度 

申請資格要件 
福島県起業家支援保証制度要綱中の創業関連保証枠を利用し融資を受け、創

業後１年以内の中小企業者 

補 助 対 象 信用保証料 

補 助 内 容 
福島県信用保証協会に納付した信用保証料の４分の３の額（千円未満切捨）

を補助。 

申 請 先 商 工 課 
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３　市融資制度の利用状況

件数 金額（千円） 件数 金額（千円） 件数 金額（千円） 件数 金額（千円） 件数 金額（千円） 件数 金額（千円）

中小企業未来資金保証融資制度 600,000 4 97 663,910 243 976,805 570,000 4 128 852,620 298 1,413,065 570,000 4 141 1,007,230 385 1,914,334 ３月末現在

工場設置融資制度 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 ３月末現在

会津漆器協同組合融資制度 10,000 4 38 14,862 10 4,288 7,000 4 33 12,714 10 2,943 10,000 4 30 9,920 10 2,137
３月末現在
令和６年度を
もって制度終了

 

令和６年度

預託額
運用
倍率

融資額 融資残高

 

融資残高

 

令和５年度

運用
倍率

預託額

融資額 融資残高 備　考融資制度名

令和４年度

預託額
運用
倍率

融資額
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第 17章 会津若松物流ネットワークシティ 

 

① 位  置   会津若松市インター西地内 

② 規  模   （面  積）            ４０．０５ha 

（卸商団地協同組合ゾーン）     ２０．５５ha 

（トラックセンター協同組合ゾーン）  ５．２１ha 

③ 事業主体   市 

④ 事業経過   平成 元年 ７月  運輸省モデル事業の指定を受ける。 

平成 ４年 １月  卸商団地協同組合・トラックセンター協同組合設立認可 

２月  整備基本計画策定 

平成 ５年１０月  市街化区域編入建設大臣認可 

平成 ６年 ８月  用地取得 

平成 ８年 ２月  造成工事完了 

３月  卸商団地協同組合、トラックセンター協同組合へ分譲                                                                      

⑤ 立地企業 

・会津若松卸商団地協同組合（組合員） 

№ 企 業 名 № 企 業 名 

1 福島ミドリ安全㈱ 34 日立建機日本㈱ 

2 山本商事㈱ 35 ㈱共立土建 

3 ㈲田中茂風呂ショップ 36 ㈲さくら商事 

4 会津丸善水産㈱ 37 ㈱シンワ 

5 ㈱大和一 38 ㈱シンク 

6 福島リコピー㈱ 39 ㈱ヨシケイ福島 

7 作田電機㈱ 40 ㈱ユアテック 

8 福島県南酒販㈱ 41 ㈱アインファーマシーズ 

9 ㈱小野屋漆器店 42 ㈱新潟フジカラー 

10 ㈱小野屋 43 第一モーター㈱ 

11 ㈲日東事務機 44 ㈱エフコム 

12 ㈱ケンオリ 45 ㈲アスク 

13 ㈱二丸屋山口商店 46 ㈱カワチ薬品 

14 ㈱山新商店 47 ㈱会津ゼネラルホールディングス 

15 天野商事㈱ 48 ㈱佐藤クリーニング 

16 東開クレテック㈱ 49 コカ・コーラボトラーズジャパン㈱ 

17 ㈲坂下パーツ 50 ㈱デンコードー 

18 巴産業㈱ 51 コマツカスタマーサポート㈱ 

19 服部コーヒーフーズ㈱ 52 会津リース㈱ 

20 ㈲渡部硝子工業所 53 みやぎ矯正歯科 

21 岡田電気産業㈱ 54 東京電力㈱（会津若松補償相談センター） 

22 ㈱ヨシダコーポレーション 55 ㈱会津ラボ 

23 ＡＬＳＯＫ福島㈱ 56 ㈲佐々木輪業商会 

24 ㈱ギフトプラザ 57 ㈱ユニフォームネット 

25 ㈱西沢書店 58 小池カンナ 

26 ㈱メッカ 59 ㈱パティズ 

27 ㈱リオン・ドールコーポレーション 60 ㈱福島オイルサービス 

28 ㈱白井設計 61 ㈻堀内学園 

29 ㈱アサヒ・ビル・サービス 62 丸大堀内㈱ 

30 ㈱福島ビルテック 63 おぐみ歯科こども歯科 

31 ㈱サトー商会 64 東北緑化環境保全㈱ 

32 ㈱クラシマ 65 山平商事㈱ 

33 アイビー㈱   
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・会津若松卸商団地協同組合（賛助会員） 

№ 企 業 名 № 企 業 名 

1 ㈱東邦銀行 会津アピオ支店 6 ㈱スズキ自販福島 

2 ㈱福島銀行 ATM 7 ㈱ストライプインターナショナル 

3 会津アピオ郵便局 8 (公社)会津若松医師会 

4 (公社)会津若松法人会 9 大熊町役場会津若松出張所 

    5 ㈱パルネット福島   

 

・会津若松トラックセンター協同組合 

№ 企 業 名 № 企 業 名 

１ 会津通商㈱ 8 三菱ふそうトラック・バス㈱東北ふそう 

2 会津本郷貨物運送㈱ 9 UD トラックス㈱ 

3 田中運送㈱ 10 

1 

 

 

 

㈱ヨコハマタイヤジャパン 

4 磐梯貨物㈱ 11 ブリヂストンタイヤサービス東日本㈱ 

5 福島運送㈱ 12 福島陸運㈱会津若松営業所 

 6 若松ボデー㈱ 13 ㈱ユミタ運輸 

7 ㈱ダンロップタイヤ 14 郡東エクスプレス㈱会津営業所 
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第 18章 会津若松市少年少女発明クラブ 
 

 会津若松市少年少女発明クラブは、公益社団法人発明協会の開設要請を請け、県内４番目のクラブ

として平成６年６月に発足しました。現在、全国に２１４のクラブが設置され約１１，０００人のクラ

ブ員が創作活動を楽しんでいます。 

 

１ 名  称   会津若松市少年少女発明クラブ 

 

２ 目  的   少年少女に科学的な興味、関心を追求する場を提供し、自由な環境の中で創作

活動を行い、作品を完成する喜びを体得させ、科学的発想に基づく生活態度を

育成するとともに、創造性豊かな人間形成を図ることを目的としています。 

 

３ 構成組織   会津若松市(事務局：観光商工部商工課)、(公社)発明協会 

 

４ 活動場所   会津若松市生涯学習総合センター 美術工芸スタジオ 他 

 

５ 活 動 日   原則、毎月１回土曜日 

 

６ 対  象   市内在住の小学４年生～６年生 約 30名（令和６年度 25名） 

 

７ 指 導 員   市内小学校教員、教員ＯＢなど（令和６年度９名） 

 

８ 事業内容   (1) 児童生徒への創意工夫の啓蒙活動 

         (2) 発明工夫に係る作品創作への指導 

         (3) その他目的達成に必要な事項 

 

９ 令和６年度活動実績（５月～翌年３月） 

  ５月     開講式 

   ６月～８月  基礎講座（基本的な工具の使い方など） 

          夏期講座（市発明工夫展の出展作品の作成） 

          会津大学見学 

   ９月     会津若松市発明工夫展の共催 

   10月 企業見学（AiCT） 

   11月     福島県発明展見学 

親子発明工作教室 

12月～２月  冬期講座（プログラミング学習、ロボット製作） 

３月     閉講式 

 

    

   

◆県内の設立状況◆ 

○郡山市少年少女発明クラブ  

○会津若松市少年少女発明クラブ  

○喜多方市少年少女発明クラブ  
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第 19 章 会津若松市発明工夫展 
 

会津若松市発明工夫展は、市民の創意工夫から生まれた作品を募集し、主に毎年９月に開催してい

ます。上位入賞した作品は県発明展へ出品され、さらに県発明展での上位入賞作品は全日本学生児童

発明くふう展に出品されます。 

平成 21年度からは会津若松市とともに会津若松市少年少女発明クラブが共催となっています。 

 

１ 目   的    市民の創造性を育成し、発明思想の高揚と科学技術の振興を図る。 

 

２ 表   彰    会津若松市長賞               １点 

           会津若松市議会議長賞            １点 

           会津若松市教育委員会教育長賞        １点 

           ㈳福島県発明協会長賞            １点 

           会津若松商工会議所会頭賞          １点 

           会津漆器協同組合理事長賞          １点 

           会津若松市商店街連合会長賞         １点 

           会津若松観光ビューロー理事長賞       １点 

           奨励賞                  １５点 

           会津若松市少年少女発明クラブ会長賞(団体賞) ２点 

 

３ 出品者資格    市内一般（教職員を含む）及び市内小・中・高等学校児童生徒 

 

４ 出 品 課 題    自由 

 

５ 申 込 期 間    ８月下旬 

 

６ 令和６年度実績 ○市発明工夫展 

  (会津若松市分)   ・出品数…74作品(令和５年度 63作品) 

                   ・入賞作品数…23作品 

               ↓ 

           ○県発明展 

            ・出品数…23作品 

・入賞作品数…０作品 

               ↓ 

           ○全日本学生児童発明くふう展 

            ・出品数…０作品 
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令和６年度会津若松市発明工夫展 入賞作品一覧 

 

NO. 賞名 作品名 学校名 学年 氏名 ふりがな

1 会津若松市長賞 ぴったり分けられるんです！ 城西小学校 4 鈴木　咲玖 すずき　さく

2 会津若松市議会議長賞 レーザーセイバー 仁愛高等学校 3 新國　優佳　他 にっくに ゆうか

3 会津若松市教育委員会教育長賞 スイカおさえ 城北小学校 2 遠藤　充人 えんどう　あつと

4 福島県発明協会会長賞 ジッパーシューズ 鶴城小学校 3 渡部　蓮都 わたなべ　れんと

5 会津若松商工会議所会頭賞 目に注～100％ 行仁小学校 6 長嶋　日向 ながしま　ひなた

6 会津漆器協同組合理事長賞 ペットボトルを使ったけいたいかさケース 一箕小学校 4 大塚　祐真 おおつか　ゆうま

7 会津若松市商店街連合会長賞 しぼる君 鶴城小学校 5 平田　隆人 ひらた　りゅうと

8 会津若松観光ビューロー理事長賞 雨の日でも外で靴を乾かせる傘 城南小学校 5 大竹　智絢 おおたけ　ちあ

9 奨励賞 絵の具しぼり出し機 城北小学校 5 坂詰　日和 さかつめ　ひより

10 奨励賞 中じきもほせるシューズハンガー 城北小学校 4 窪田　歌花 くぼた　かはな

11 奨励賞 セロテープぴったりくん 行仁小学校 6 河瀬　心和 かわせ　ここわ

12 奨励賞 エコキャップ 行仁小学校 4 長嶋　日咲 ながしま　ひより

13 奨励賞 イージーダストボックス 行仁小学校 6 小川　優和 おがわ　ゆうわ

14 奨励賞 すばやくにげれるばんのうカッパ 行仁小学校 6 小瀧　タオ こたき　たお

15 奨励賞 忘れん防止ノート 行仁小学校 6 渡部　維春 わたなべ　いはる

16 奨励賞 上手にはさめるもん 行仁小学校 6 物江　梨里香 ものえ　りりか

17 奨励賞 かんたんコンパスじょうぎ 行仁小学校 4 五十嵐　悠仁 いがらし　ゆうと

18 奨励賞 夏はすずしくクーラーベルト 城西小学校 3 安齋　結夏 あんざい　ゆな

19 奨励賞 本ズフリー 城西小学校 4 福夛　陽真 ふくた　はるま

20 奨励賞 即かわラック 城西小学校 5 木村　瑠斗 きむら　りゅうと

21 奨励賞 消臭～ズキーパー 謹教小学校 6 廣瀬　世奈 ひろせ　せな

22 奨励賞 SDGん's　ぞうきん 謹教小学校 6 廣瀬　世奈 ひろせ　せな

23 奨励賞 すべらないじょうぎ 川南小学校 4 小池　正之 こいけ　まさゆき

会津若松市立行仁小学校

会津若松市立川南小学校

令和６年度発明工夫展入賞作品一覧表

団体賞
(会津若松市少年少女発明クラブ会長賞)
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S48～
H16年 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 R1 R2 R3 R4 R5 R6 合計

漆器塗り 178 1 2 2 1 1 1 1 1 1 1 1 191
漆 漆器加飾 121 2 2 3 2 2 2 3 3 3 1 1 145

漆器木地 110 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 120
器 吹付塗装 23 1 1 1 1 1 1 1 1 31

プラ漆器製造 1 1 1 3
小計 432 6 6 5 5 5 5 5 5 3 2 3 1 2 1 1 2 1 490
建築大工 213 3 4 3 5 3 2 4 4 4 2 2 2 1 2 1 1 3 2 261
建築塗装 14 1 1 1 1 1 1 1 1 1 23

建 建築板金 41 1 1 1 1 2 1 1 49
左官 48 2 2 2 1 1 1 1 1 1 60

築 管工事 4 4
電気工事 28 1 1 1 1 3 2 2 1 1 1 1 1 44
ﾌﾞﾛｯｸ建築 3 3
型枠工 1 1 2
小計 352 6 7 6 7 5 5 1 7 6 8 6 7 4 3 4 1 2 3 3 3 446
建具 98 1 2 1 1 103

木 桐箱 1 1
工 木工 20 20

小計 119 1 2 1 1 124
鋸 11 11

金 打刃物 7 7
属 鉄工 2 2

小計 20 20
畳 41 1 1 1 44
洋服（装） 53 1 54
時計修理 23 23
印章 4 4
広告美術 15 1 1 1 18
表具 9 2 11
石工 31 1 1 1 1 1 1 37
硝子 15 1 1 1 1 1 20
写真 9 9
理容 20 1 1 1 1 1 1 1 1 1 29

そ 玩具 14 1 15
瓦葺き 1 1
紙器 11 1 12
自転車 40 2 2 1 45
和裁 16 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 26

の 美容 5 5
鳶職 9 1 1 1 1 13
みそ醤油 1 1
食品工 4 1 1 1 7
製材 2 2

他 酒造 6 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 17
メリヤス 1 1
LPｶﾞｽ 13 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 31
造園 2 2
ｸﾘｰﾆﾝｸﾞ 14 2 2 1 1 1 1 22
染色 2 2
絵ﾛｰｿｸ 2 2
窯業 0 1 1
切り絵 1 1
鎌倉彫 1 1
こけし工 0 1 1
ﾊﾞｰﾃﾝﾀﾞｰ 0 1 1 2
小計 365 13 9 7 5 7 7 5 7 6 4 5 3 4 3 2 1 1 2 2 1 459

合計 1288 26 24 18 17 18 17 12 19 15 14 14 11 10 7 7 4 3 6 5 4 1,539

第20章　会津若松市技能功労者表彰制度

会津若松市技能功労者職種別受章者数推移表

技能職種

　本市では、極めてすぐれた技能を有し、現に当該技能を要する職業に従事
している者のうち、当該技能について30年以上の実務経験者または満55歳以
上の年齢の者を表彰することで、広く本市の産業一般に技能尊重の気概を浸
透させ、もって技能者の地位及び技能水準の向上に資することを目的とした
「会津若松市技能功労者表彰制度」を設けています。

77



第21章　はかりの定期検査と量目検査

１．はかりの定期検査（計量法第１９条第１項）
　市内の商店や事業場で取引又は証明に使用されている計量器（はかり）を対象として、計量法に基

づき定期検査を実施しています。

　本市では、市内を２地区（旧市内・新市内）に分け、それぞれ１年おきに実施しています。

（１）検査地域の区分　　

旧市内 謹教・鶴城・城西・城北・行仁地区、河東地区及び小中学校、高等学校

新市内 大戸・湊・門田・東山・一箕・町北・高野・神指・北会津地区及び小中学校

   　　　　　　　  

（２）事前調査

　検査前に市内を巡回し、新規開店等の店舗・事業場を個別訪問調査

　

（３）検査の周知

　　　　①会津若松市掲示板に１ヶ月前に告示　　　②検査日を「市政だより」に掲載　

　　　　③対象者へ郵送により個別通知

　（４）検査方法

　　　　巡回検査（はかりの所在場所を訪問して検査を実施）

　（５）検査後の処置

①合　格　　→　合格シールの貼付（検査年月を表示）

②不合格　　→　検定証印末梢。不合格理由書を交付。処置報告を求める。

③未受検者　→　電話による督促。警告書発行。

（６）令和６年度定期検査実績
計量器（はかり）名 検査器物数 不合格数 不合格率（％）

電気式はかり 312 2 0.6
手動天びん 0 0 0.0

等比皿手動はかり 0 0 0.0
棒はかり 0 0 0.0

その他手動式はかり 46 0 0.0
ばね式指示はかり 87 0 0.0
手動指示併用はかり 3 0 0.0
その他の指示はかり 0 0 0.0

分銅 15 0 0.0
定量おもり 119 0 0.0

定量増おもり 91 0 0.0

合　　計 673 2 0.2
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　（７）令和６年度定期検査に代わる計量士による代検査（大型はかり）
計量器（はかり）名 検査器物数 不合格数 不合格率（％）
電気抵抗線式はかり 87 0 0.0

電磁式はかり 0 0 0.0
その他電気式はかり 0 0 0.0

台手動はかり 3 0 0.0
ばね式指示はかり 2 0 0.0

その他の手動式はかり 0 0 0.0
分銅 0 0 0.0

定量増おもり 4 0 0.0

合　　　計 96 0 0

※ ２年に一度実施

２．商品量目検査（試買方式）
　事業所等で「はかり」で計測した計り売り商品の内容量が、表示されている量と一致しているかを

調査しています。

　（１）検査方法

　　　会津若松消費生活研究会の協力のもと、市内のスーパーの商品を試買し、内容量の計量を実施。

（２）検査日　　　令和６年１１月１１日

（３）令和６年度検査成績（検査対象事業所：※４件）　　
　　項　目 

商品分類 検査商品数
不正件数 不正件数率（％）

過量 不足 過量 不足
食肉 10 － 0 － 0.0

食肉加工品 0 － － － －
魚 20 － 0 － 0.0

魚加工品 0 － － － －

野　菜 5 － 0 － 0.0
野菜加工品 0 － － － －
その他 0 － － － －

合　計 35 － － － 0.0

３．立入検査
　計量法第１４８条に基づいて実施しています。

　令和６年度商品量目（検査対象事業所：８件）　
　　項　目 

商品分類
検査商品数

不正件数 不正件数率（％）

過量 不足 過量 不足
食肉 100 0 0 － －
魚介類 130 0 7 － 5.4
青果 70 0 3 － 4.3
惣菜 100 0 0 － －

合　計 400 0 10 － 2.5
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第 22章 会津若松市勤労青少年ホーム 
 

 勤労青少年ホームは、会津若松市で働く青少年のみなさんに、健康で楽しい余暇を過ごしていただ

くための施設です。 

 仕事を終えた後の余暇時間には、スポーツ等のクラブ活動や趣味・教養を広げる各種講座をとおし

て、充実したひとときを過ごし、心身ともに健康で明日の仕事への意欲を養っていただきたいと願っ

ています。また、多くの仲間と出会い、グループ活動を通して集団活動の意義を学ぶことは、人間の成

長に必要であると考え、青少年自身によるグループ活動を積極的に推進しています。 

 

１ 講座の実施 

勤労青少年の充実した一般教養及び実務教育の機会提供に資するため、各種講座を開設し、 

利用者の職業生活の充実を図ります。 

  《 実施期間 》 

４期（４月～６月、７月～９月、１０月～１２月、１月～３月） 

２期（前期［４月～９月］、後期［１０月～３月］） 

  《 講座内容（令和７年度） 》 

   テニス、ソフトテニス、バドミントン、ヒップホップダンス、リラックスヨガ、 

   アコースティックギター、茶の湯、書道ペン、料理＆お菓子、華道いけ花等 

 

２ クラブ活動の育成・支援 

利用者の自主的な活動であるクラブ活動に対して場と機会を提供し、育成と支援（必要な助言 

及び指導）を行います。 

  《 クラブ名（令和７年度） 》 

バスケットボール、テニス、ソフトテニス、バドミントン、フットサル、卓球、ダンス、 

占い、着付け、軽音、アコースティックギター、ウクレレ等 

  

３ 連絡会事業（レクリエーション） 

勤労青少年が余暇を有効に活用し、青少年間、異世代間の交流を図る機会を提供することを 

目的とします。 

   《 令和６年度実績 》 

    花見、運動会、バーベキュー、ホーム祭、鶴ヶ城落葉清掃、新年会＆ダーツ大会、館内清掃 

 

４ 若年者支援事業（生活・職業等に関する相談及びセミナーの実施） 

勤労青少年の職業生活、その他に関する相談及び各種の情報提供を行っています。 

具体的には、生活、職業等に関する相談及びセミナーの開催や、求職支援、中小企業勤労者総 

合福祉推進事業として実施している各種事業の紹介、関連団体との情報提供による補助を行って 

いきます。 
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　　　一般財団法人会津若松市勤労者福祉サービスセンター（愛称：あしすと）は、市内中小企業に働く

　　みなさん（事業主も含む）の福利厚生の向上を図るとともに、中小企業の振興発展に寄与することを

　　目的とし、豊かな生活、楽しく安心して働ける職場づくりを目指し、「慶弔見舞金給付制度」、「レ

　　クリエーション事業」、「各種助成制度」等、さまざまな事業を行っています。

　　　この機会に入会して「ゆとり」と「新しい出会い」を見つけませんか。

【　慶弔見舞金給付　】

慶弔見舞金の種類

注１ 150,000円

500,000円

死亡弔慰金 100,000円

注３ 50,000円

10,000円

注２ 150,000円

障害見舞金 500,000円

注３ 20,000 ～ 450,000円

10,000円

傷病見舞金 20,000円

30,000円

50,000円

全焼・全壊 500,000円

火　災　等 半焼・半壊 350,000円

一部焼・一部壊 150,000円以内

住宅災害見舞金 全壊・流失 150,000円

注３ 半壊 75,000円

一部壊 15,000円以内

床上浸水 30,000円以内

結婚祝金 ＊ 20,000円

出生祝金 ＊ 10,000円

5,000円

5,000円

卒業祝金 5,000円

銀婚祝金 5,000円

還暦祝金 5,000円

古希祝金 5,000円

3,000円

退職餞別金 5,000円

10,000円

　※請求期間は、事由発生の日から３年間です。(ただし、給付資格取得前と退会後は請求できません。)

　※夫婦親子等が共に会員の場合、該当する給付金は共に支給されます。

　※（注１・注２）　事由発生日の年齢が満７０歳以上の場合、又は給付資格取得後１年以内は５０％減

　　　　　　　　　　となります。

　※（注３）　新規入会時の年齢が満７１歳以上の方及び年度開始時の年齢が満８１歳以上の方への給付

　　　　　　　金額は、１０万円以下の別に定める金額となります。

　　（　　＊　　）　給付資格取得後１年以内の場合は５０％減となります。

第23章　(一財)会津若松市勤労者福祉サービスセンター

休業　９０日以上１２０日未満

会員の不慮の事故等

会員の配偶者

会員の子

会員の親

会員の病気による重度障害

会員の不慮の事故等による重度障害

会員の不慮の事故等による障害

＜　あしすと　＞入会のご案内

給　　付　　事　　由 給　　付　　金　　額

会員の病気による

休業　１４日以上３０日未満

休業　３０日以上９０日未満

休業 １２０日以上

自 然 災 害

結婚２５年目の会員

満６０歳を迎えたとき

会員期間満３年以上の会員の退職による退会

会員の結婚

会員または配偶者の出産

入学祝金
会員の子の小学校入学

会員の子の中学校入学

会員の子の中学校卒業

会員期間満５年以上の会員の退職による退会

会員期間満１０年以上の会員の退職による退会

満７０歳を迎えたとき
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【　レクリエーション事業　】

　　バスツアー「各種日帰りバスツアー」 各種講座・教室（料理・生け花　等）

　　　　　　　（歴史探訪・お買物　他） 各種お食事会

　　ビアパーティー，クリスマスパーティー 郷土の伝統・文化・産業と密着した事業

【　助　成　制　度　】

助成金額

　人間ドック：5,000円まで、がん検診：1,000円まで、各種予防接種：500円まで

【　会　　員　　数　】

年度 27 28 29 30 R1 R2 R3 R4 R5 R6

会員数 2,409 2,539 2,552 2,536 2,466 2,390 2,331 2,323 2,302 2,247

【　お申し込み・お問い合わせ　】

　　　あしすと加入でゆとりをキャッチ！！　　会員募集中

［　事　務　局　］

　会津若松市勤労青少年ホーム内

　〒９６５－０８０７　会津若松市城東町１４－５２

　　　　　　　　ＴＥＬ　　　　０２４２－３６－５６２２

　　　　　　　　ＦＡＸ　　　　０２４２－２６－７０５５

　　　　　　　　ホームページ　http://assistaizu.or.jp

　　　　　　　　ｅ－ｍａｉｌ　info@assistaizu.or.jp

　　　　　　　　窓口受付時間　午前９時 ～ 午後５時（土日・祝日は休業）

　  　　　　　　　　　　　　　　　（毎週火または木曜日は午後９時まで）

　あ　　し　　す　　と　

　一般財団法人　会津若松市勤労者福祉サービスセンター

　　会員同士の親睦とその家族の慰安のため、バラエティーにとんだ楽しいレクリエーション
　事業を実施しています。

　　病院等の医療施設で受診した人間ドック・がん検診、各種予防接種について、個人負担分の
　受診料を助成します。
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第 24章 会津町方伝承館 
 

 

  伝統産業の振興を図り、「個性と魅力あるまちづくり」を進めるため、昭和５７年４月に国土庁

（現在の国土交通省）から「伝統産業都市モデル地区」の指定を受け、昭和５８年度に会津若松駅

前美観整備事業、昭和５９年度に大町地区市道美観整備事業を実施し、昭和６０年度事業として会

津町方伝承館を設置しました。 

 

 

１ 施設の概要 

 ○ 名   称  会津町方伝承館 

 ○ 所   在  会津若松市大町二丁目８番８号 

 ○ 開館時間  午前９時から午後６時まで 

 ○ 休 館 日  月曜日（月曜日が祝日の場合は翌日休み。但し、年末年始は開館） 

 ○ 貸出施設  ２階企画展示室 

 

２ 設置目的 

市民や本市を訪れる人たちが伝統産業や伝統工芸とふれあい、相互の交流を深めることにより、

伝統産業の振興に寄与することを目的としています。 

 

３ 施設の機能 

〔見る機能〕 

  会津地方の歴史や伝統産業に関する資料及び伝統工芸品を展示(一部販売)する。 

○ １階常設展示 

     会津漆器、会津慶山焼、会津本郷焼、会津天神、赤ベコ、起き上がり小法師、会津木綿、

絵ろうそくなど。 

 

○ ２階企画展示 

     利用者が行う伝統産業品や伝統工芸品などの展示や作品の発表等。 

 

〔知る機能〕 

  会津地方の歴史や伝統産業、伝統工芸などに関する様々な地域の情報を提供する。 

 

〔集う機能〕 

  地域住民や伝統産業などに関係する方々に対し、自由に集い、展示や研修などを実施できる場

を提供する。 
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第 25 章 会津若松経営品質協議会 
 

国内外の市場・企業との競争が激しくなっている中、企業経営を顧客本位の立場に見直すことによ

って、顧客満足を高めるという「経営品質」の考え方に基づき、各関係団体の協力の下、平成 13 年 11

月に会津若松経営品質協議会が設立されました。 

 平成 21年度より、社団法人会津若松法人会で主宰していた「会津経営品質研究会」と組織を統合し、

（新）会津若松経営品質協議会として再始動しています。 

 

１ 名称 

   会津若松経営品質協議会 

  

２ 目的 

    市内中小企業が顧客満足度の視点に基づき企業経営全体の質を高めることにより、競争力の

強化及び市内経済の活性化を図ります。  

  

３ 構成組織(理事会) 

   会津若松商工会議所、(公社)会津若松法人会、(公財)日本生産性本部・経営品質賞協議会、 

福島県中小企業団体中央会会津事務所、会津若松市金融団、会津若松市（事務局：商工課） 

 

４ 令和７年度事業 

 

（１）研修事業 

①基礎講座  

主たる対象 企業（組織）内の経営品質「推進者」 

ねらいと 

内容 

各講座「基礎・基本」の理解から「活用・応用」へと一環した発展性をもたせる。

「対話と思考」を大きなテーマとし、「ファシリテーション力の育成」さらには「リ

ーダーシップの育成」を目指し、企業・組織の未来を担う人材育成に適した講座と

する。 

○ＴＡ(基礎、応用) 

○ホスピタリティ・マネジメント(基礎、実践) 

○マーケティング(基礎、実践) 

開催期間 令和７年６月から令和８年２月までの全９回(３コース各３回)、月１回開催 

開催時間 13：00から 17:00までの 4 時間（初回のみアピオスペースで 9：30～16：30） 

講  師 ○株式会社マーケティングプロモーションセンター 

代表取締役 岡本正耿氏 

○オフィスユーティライズ  

大関 ちか子氏 

○株式会社マネジメントイノベーション 代表取締役 坂本 崇氏 

定  員 各 40名 

場  所 アルテマイスター 株式会社保志 会議室（初回のみアピオスペース） 
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②上級者向け講座 

主たる対象 会津若松経営品質賞受賞組織及び経営品質に関する上級理論を学びたい方 

ねらいと 

内容 

アセスメントの項目に沿って、「価値思考を習慣化する」「独自価値の実践」な

どと検討を進めながら、活用できるマーケティング思考、分析手法などを学ぶ。 

開催期間 ２日連続×２回（９月及び 10月） 

開催時間 10：00～17：00までの 7時間 

講  師 株式会社マーケティングプロモーションセンター 

代表取締役 岡本正耿氏 

定  員 各 15名程度 

場  所 株式会社太郎庵 会議室 

 

（２）個別支援事業 

①経営品質相談窓口事業 

主たる対象 経営品質に取り組んで間もない会員 

ねらいと 

内容 

経営品質に取り組んで間もない会員組織から、自社での実践の中で生じる疑問

等について相談を受け、経験豊富な会員からアドバイスを行うことにより、取り

組みの促進を図る。 

＊ホームページ上からのメール問い合わせへの対応を基本とする。 

開催期間 随時  

回 答 者 経営品質協議会認定セルフアセッサー（事業運営委員会委員） 

利 用 料 無料 

 

②専門家派遣事業 

主たる対象 全会員（会員限定） 

ねらいと 

内容 

会員組織の要請に応じ、経営品質向上活動に係る専門家による訪問支援の仲介

を行う（推進計画策定・セルフアセスメント支援、経営品質賞の申請を目指す組織

の支援、研修、講演等）＊オンラインでの実施も検討 

開催期間 研修事業前後の日程で調整する。 

講  師 経営品質インストラクター  

利 用 料 有料：都度設定（原則として受益者全額負担） 

 

（３）情報提供事業 

  ①広報誌の配付 

主たる対象 全会員（会員限定） 

ねらいと 

内容 

会員組織に、経営品質協議会が発行する広報誌（ＪＱＡＣ Ｒｅｐｏｒｔ）を付

することにより、全国レベルの最新情報を提供し、経営品質の取り組み促進を図

る。 

期  間 毎月 

費  用 無料 
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  ②各種情報のメール配信 

会員組織に、経営品質協議会の各種事業をはじめとする経営品質に関するさまざまな情報を提

供することにより、学習機会の提供と経営品質の取り組み促進を図る。 

 

（４）啓発事業 

①「経営品質フォーラム in あいづ 2025」の開催 

主たる対象 全会員、経営品質に興味を持つ組織や企業等 

ねらい 経営品質の普及啓発として「会津若松経営品質賞」の表彰式および受賞報告講演

会、ならびに記念講師による講演会を開催することにより、より多くの会津の組

織に経営品質向上プログラムを知るための機会、当協議会の活動を知るための機

会、さらには新規加入のきっかけを提供する。 

内容 ○特別講師による記念講演 

○2024年度会津若松経営品質賞受賞報告講演会 

○2022年度会津若松経営品質賞受賞企業による受賞後の取組み報告 

日時 令和 7年 7月 3日(木) 

会場 会津若松ワシントンホテル 

 

②会津若松経営品質協議会ホームページ、facebook 等による啓発 

ホームページ、facebook 等において、当協議会の研修事業や啓発事業等の活動についての広報

をはじめ、経営品質に関する各種情報を提供することにより、広く経営品質向上プログラムの普

及啓発を図る。 

 

（５）会津若松経営品質賞事業 

①2025年度 会津若松経営品質賞の運営（募集・審査・判定） 

ねらいと 

内容 

顧客視点から経営全体を運営し、自己革新を通じて新しい価値を創造し続けるこ

とのできる「卓越した経営の仕組み」を有する組織を表彰し、その取り組みを広く

ＰＲすることにより、地域企業（組織）への「経営品質」の普及・取り組み促進を

図り、企業（組織）競争力の強化および地域経済の活性化を図る。 

対象 ○会津若松市内に所在する組織（病院、学校、社会福祉団体、行政、NPO法人、そ

の他公共団体なども含む）、また会津若松市に事業所がある場合は会津若松市外

（会津地域に限定）の組織。 

○中小企業基本法の定義を参考に、該当する企業・組織あるいは企業内組織（子会

社も含む） 

○基準日（資格確認書の提出期限日）時点で設立後１年以上経過している組織 

種類 大賞、奨励賞 

審査方法 書類審査、合議・現地審査（2025年版顧客価値経営ガイドラインによる。） 

申請費用 30 万円。但し、以下の場合、申請費用を 20万円とする。 

(1)市内組織の初回申請 

(2)病院、学校、社会福祉団体、行政、NPO法人、その他公共団体など 
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スケジュール 

 

募集開始         （R7.6月） 

資格確認書の提出     （R7.8月初旬～8月中旬） 

申請書の提出       （R7.8月初旬～9月中旬） 

書類審査         （R7.10月初旬～11月初旬） 

合議・現地審査      （R7.11月初旬～R8.１月初旬）   

会津若松経営品質賞委員会  会津若松経営品質協議会理事会 

（R8.2月上旬） 

評価レポートの提供    （R8.2月下旬） 

フィードバックミーティング（R8.3月下旬） 

表彰式・報告会      （R8年度） 
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第 26章 株式会社まちづくり会津 

 

株式会社まちづくり会津は、「まちなか再生－中心市街地の活性化」を目指し、まちづくりのプ

ロデュースとタウンマネジメントを行うために設立された第三セクター方式の株式会社です。 

平成 19 年２月より、中心市街地活性化法の改正に伴い発足した「会津若松市中心市街地活性化

協議会」の共同設立者及び事務局として、市の中心市街地活性化基本計画策定に向けた意見聴取と、

その計画に則った事業の推進という役割を担っています。 

また、これまでのテナントミックス事業や広場管理運営事業等に加え、商店街等が行う各種事業

についても、関係機関との調整等の支援を行っており、地域商業の活性化にも寄与しています。 

 

１ 会津若松市中心市街地活性化協議会としての役割 

会津若松市中心市街地活性化協議会は、本市が作成する中心市街地活性化基本計画に対して、

本市に意見を述べることができる唯一の団体であり、株式会社まちづくり会津は中心市街地活性

化基本計画の策定に向けた意見聴取や、民間事業者が事業計画を作成する際の調整等を行います。 

 

２ 主な事業 

⑴ 都市開発に関する企画、調査、設計及びコンサルタント業務 

⑵ 商業の振興を図るための経営、技術、販売、財務等に関する指導及び情報提供 

⑶ 各種イベントの企画及び運営 

⑷ 商店街、商店の販売促進のための共同事業に関する企画等 

⑸ 図書館、公民館等公共施設の管理運営及び企画業務の受託 など 

 

３ 会社概要 

⑴ 法人の名称  株式会社まちづくり会津 

⑵ 所 在 地  会津若松市中町４番 16号 

⑶ 設   立  平成 10年７月 31日 

⑷ 資 本 金  58,300,000円 （うち、会津若松市の出資比率 50％） 

⑸ 出 資 者  149名  

業 種 出資金 割 合 

会津若松市 29,150,000円 50.0％ 

会津若松商工会議所 1,500,000円 2.6％ 

中小企業者 20,550,000円 35.2％ 

その他 7,100,000円 12.2％ 

     計 58,300,000円 100.0％ 

⑹ 役 職 員  代表取締役  １名 

取 締 役  ８名 

監 査 役  ２名 

顧 問  ２名 

アドバイザー ３名 

        社員(パート等を含む。) 27名 （※令和７年４月１日現在） 
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